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第４節 避難指示、誘導  ······························ 216 

第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動  ···· 216 

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動  ·············· 217 

第７節 遺族等事故災害関係者の対応  ·················· 217 

第８節 防疫及び遺体の処理  ·························· 217 
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第４節 鉄道車両の安全性の確保  ······················ 221 
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第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動  ··· 223 

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動  ············· 224 
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第２節 活動体制の確立  ····························· 234 

第３節 救助・救急、医療及び消火活        動  237 

第４節 避難指示、誘導  ····························· 238 

第５節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動  ··· 239 

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動  ············· 239 

第７節 防疫及び遺体の処理  ························· 240 

 

第３章 災害復旧  ····································· 240 

 

６ 道路災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の道路交通状況  ······················· 241 

第２節 道路交通の安全のための情報の充実  ··········· 242 

第３節 道路施設等の管理と整備  ····················· 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

v 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  234 

第５節 防災知識の普及  ······························ 237 

第６節 再発防止対策の実施  ·························· 237 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ·················· 238 

第２節 活動体制の確立  ······························ 239 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ················ 243 

第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動  ···· 243 

第５節 危険物の流出に対する応急対策  ················ 244 

第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動  ········ 244 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ·············· 244 

第８節 防疫及び遺体の処理  ·························· 245 

 

第３章 災害復旧  ······································ 245 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項）  ···· 246 

第２節 石油類等危険物施設の予防対策  ················ 249 

第３節 高圧ガス・火薬類の予防対策  ·················· 250 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策  ···················· 252 

第５節 放射線使用施設等の予防対策  ·················· 253 

第６節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対

策  ·········································· 254 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡（各災害共通事項）  255 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項）  ············ 259 

第３節 石油類等危険物施設の事故応急対策  ············ 262 

第４節 高圧ガス、火薬類の事故応急対策  ·············· 265 

第５節 毒劇物多量取扱施設の事故応急対策  ············ 269 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  243 

第５節 防災知識の普及  ····························· 245 

第６節 再発防止対策の実施  ························· 245 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ················· 246 

第２節 活動体制の確立  ····························· 248 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ··············· 252 

第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動  ··· 253 

第５節 危険物の流出に対する応急対策  ··············· 253 

第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動  ······· 253 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ············· 253 

第８節 防疫及び遺体の処理  ························· 254 

 

第３章 災害復旧  ····································· 254 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項）  ··· 255 

第２節 石油類等危険物施設の予防対策  ··············· 258 

第３節 高圧ガス・火薬類の予防対策  ················· 259 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策  ··················· 261 

第５節 放射線使用施設等の予防対策  ················· 262 

第６節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対

策  ········································· 263 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡（各災害共通事項）  264 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項）  ··········· 269 

第３節 石油類等危険物施設の事故応急対策  ··········· 272 

第４節 高圧ガス、火薬類の事故応急対策  ············· 275 

第５節 毒劇物  取扱施設の事故応急対策  ··········· 279 
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誤りの修正（薬務課） 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

vi 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第６節 放射線使用施設等の事故応急対策  ·············· 270 

第７節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故応急対策  ·· 271 

第８節 避難誘導対策  ································ 272 

第９節 捜索・救出・救助対策  ························ 273 

第10節 応援要請対策  ································ 273 

第11節 医療救護対策  ································ 273 

第12節 緊急輸送の確保  ······························ 273 

 

８ 大規模な火事災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 災害に強いまちづくり  ························ 275 

第２節 大規模な火事災害防止のための情報の充実  ······ 276 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備

え  ·········································· 276 

第４節 防災知識等の普及  ···························· 278 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ·················· 279 

第２節 活動体制の確立  ······························ 280 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ················ 283 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動  ···· 283 

第５節 避難の受入れ  ································ 284 

第６節 施設及び設備の応急復旧活動  ·················· 284 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ·············· 284 

第８節 防疫及び遺体の処理  ·························· 285 

 

第３章 災害復旧  ······································ 285 

 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 林野火災に強い地域づくり  ···················· 286 

第２節 林野火災防止のための情報の充実  ·············· 286 

第６節 放射線使用施設等の事故応急対策  ············· 280 

第７節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故応急対策  · 282 

第８節 避難誘導対策  ······························· 283 

第９節 捜索・救出・救助対策  ······················· 283 

第10節 応援要請対策  ······························· 283 

第11節 医療救護対策  ······························· 284 

第12節 緊急輸送の確保  ····························· 284 

 

８ 大規模な火事災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 災害に強いまちづくり  ······················· 285 

第２節 大規模な火事災害防止のための情報の充実  ····· 286 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備

え  ········································· 286 

第４節 防災知識等の普及  ··························· 288 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ················· 289 

第２節 活動体制の確立  ····························· 291 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ··············· 294 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動  ··· 295 

第５節 避難の受入れ  ······························· 295 

第６節 施設及び設備の応急復旧活動  ················· 295 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ············· 296 

第８節 防疫及び遺体の処理  ························· 296 

 

第３章 災害復旧  ····································· 296 

 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 林野火災に強い地域づくり  ··················· 297 

第２節 林野火災防止のための情報の充実  ············· 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

vii 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

（新規） 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  286 

第４節 防災活動の促進  ······························ 289 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ·················· 289 

第２節 活動体制の確立  ······························ 291 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ················ 293 

第４節 緊急輸送のための交通の確保  ·················· 295 

第５節 避難の受入れ  ································ 295 

第６節 施設、設備の応急復旧活動  ···················· 295 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ·············· 295 

第８節 二次災害の防止活動  ·························· 296 

 

（新規） 

第３節 林野火災に対する警戒の強化  ················· 298 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  298 

第５節 防災活動の促進  ····························· 301 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ················· 302 

第２節 活動体制の確立  ····························· 303 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動  ··············· 306 

第４節 緊急輸送のための交通の確保  ················· 308 

第５節 避難の受入れ  ······························· 308 

第６節 施設、設備の応急復旧活動  ··················· 309 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ············· 309 

第８節 二次災害の防止活動  ························· 309 

 

10 火山噴火降灰対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 火山噴火降灰による被害想定  ················· 311 

第２節 火山に関する情報等  ························· 313 

第３節 防災知識の普及等  ··························· 315 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 降灰対策における留意すべき事項等  ··········· 316 

Vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画を反映 

（消防安全課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度防災基本計 

画の修正を踏まえ、火 

山噴火降灰対策を新設 

（防災・危機管理課） 

 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

1 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

１ 総則 

第２節 県土の自然条件 

 

第２ 気候 

２ 気象災害の概況 

本県においては、台風、低気圧による災害のほか、雷災、ひょ

う害、霜害、冷害等の気象災害がある。 

(1) 台風（昭和16年以降） 

 

（中略） 

 

㊼ 平成21.10.8（第18号） 

台風は８日12時頃に最接近し、７日11時から８日11時まで

の総降水量は、花園で167.0mm、北茨城で129.5mm、大能で

116.5mm、日立で130.0mm、柿岡で102.5mmを観測した。ま 

た、８日朝に土浦市、龍ヶ崎市及び利根町で竜巻が発生した。 

被害は、負傷者15名、住家被害（半壊34、一部損壊2 2 2、床

上浸水１、床下浸水19） 

 

（後略） 

 

１ 総則 

第２節 県土の自然条件 

 

第２ 気候 

２ 気象災害の概況 

本県においては、台風、低気圧による災害のほか、雷災、ひょ

う害、霜害、冷害等の気象災害がある。 

(1) 台風（昭和16年以降） 

 

（中略） 

 

㊼ 平成21.10.8（第18号） 

台風は８日12時頃に最接近し、７日11時から８日11時まで

の総降水量は、花園で167.0mm、北茨城で129.5mm、大能で

116.5mm、日立で130.0mm、柿岡で102.5mmを観測した。ま 

た、８日朝に土浦市、龍ケ崎市及び利根町で竜巻が発生した。 

被害は、負傷者15名、住家被害（半壊34、一部損壊2 2 2、床

上浸水１、床下浸水19） 

 

（後略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正（龍ケ崎市） 

 

第３節 防災責任者の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第３ 指定地方行政機関 

関東管区警察局 

１ 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整

に関すること。 

２ 他管区警察局及び警視庁との連携に関すること。 

３ 管区内防災関係機関との連携に関すること。 

４ 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集並びに

報告連絡に関すること。 

 

第３節 防災責任者の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第３ 指定地方行政機関 

関東管区警察局 

１ 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整

に関すること。 

２ 他管区警察局及び警視庁との連携に関すること。 

３ 管区内防災関係機関との連携に関すること。 

４ 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集並びに

報告連絡に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

2 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

５ 警察通信の確保及び統制に関すること。 

６ 津波警報、火山警報の伝達に関すること。 

 

                          

                 

                  

             

 

関東総合通信局 

１ 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関

すること。 

２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応支

援に関すること。 

３ 災害対策用移動通信機器、臨時災害放送局用整備及び災害

対策用移動電源車等の貸し出しに関すること。 

４ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線

局の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の

変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の

実施に関すること。 

５ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供

に関すること。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 警察通信の確保及び統制に関すること。 

６ 津波警報、火山警報の伝達に関すること。 

 

関東管区行政評価局（茨城行政監視行政相談センター） 

１ 被災者への生活支援情報の提供に関すること。 

２ 専用電話を備えた相談窓口の開設に関すること。 

３ 特別行政相談所の開設に関すること。 

 

関東総合通信局 

１ 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関

すること。 

２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応支

援に関すること。 

３ 災害対策用移動通信機器、臨時災害放送局用整備及び災害

対策用移動電源車等の貸し出しに関すること。 

４ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線

局の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の

変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の

実施に関すること。 

５ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供

に関すること。 

 

（略） 

 

 

 

19 

 

 

 

管区行政評価局等が指

定地方行政機関に指定

されたため（関東管区

行政評価局（茨城行政

監視行政相談センタ

ー）） 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

3 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

第５ 指定公共機関 

 

日本原子力発電株式会社（東海発電所        ） 

放射線災害の防止及び応急対策等に関すること。 

 

 

第５ 指定公共機関 

 

日本原子力発電株式会社（東海発電所・東海第二発電所） 

放射線災害の防止及び応急対策等に関すること。 

 

 

 

 

22 

 

 

茨城県地域防災計画記

載の名称を統一（日本

原子力発電株式会社） 

 

 

東日本電信電話株式会社 

１ 電気通信施設の整備及び点検に関すること。 

２ 災害時における緊急電話の取扱いに関すること。 

３ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること。 

 

 

ＮＴＴ東日本 株式会社 

１ 電気通信施設の整備及び点検に関すること。 

２ 災害時における緊急電話の取扱いに関すること。 

３ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること。 

 

 

23 

 

社名変更に伴う修正

（ＮＴＴ東日本株式会

社） 

 

第６ 指定地方公共機関 

 

ガス事業者（東部ガス株式会社、東日本ガス株式会社 ） 

１ ガス施設の安全、保全に関すること。 

２ 災害時におけるガスの供給に関すること。 

 

 

第６ 指定地方公共機関 

 

ガス事業者（東部ガス株式会社、株式会社エナジー宇宙） 

１ ガス施設の安全、保全に関すること。 

２ 災害時におけるガスの供給に関すること。 

 

 

 

 

24 

 

 

 

グループ会社合併・分

社化による社名変更

（株式会社エナジー宇

宙） 

 

 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

4 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

２ 風水害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 県土の保全 

 

第１ 治山治水計画 

 

１ 治山計画 

(1) 森林の概況 

本県の森林は県北部を中心とする山岳林、県中央部から南

西部にかけての平地林及び海岸線に沿って分布する海岸林に

大別され、面積は18万8千haで県土の約1/3を占めている。 

 

（後略） 

 

(2) 治山施設の整備 

県内における山地災害危険地区等を調査した結果、総数で

1,249箇所あり、その内訳は次のとおりである。（令和６年３

月末現在） 

山地災害危険地区 （民有林）1,188箇所 

（国有林）  21箇所 ※資料8－12 

海岸防災林荒廃危険地区     40箇所 ※資料8－13 

 

（後略） 

 

２ 保安林整備計画 

(1) 保安林の概況 

森林には、雨を貯え、ゆっくりと川に流すことで、安定し

た川の流れを保ち、洪水や渇水、土砂の流出などを防止する

働きがある。 

これらの公益的機能の発揮が特に要請される森林につい

て、保安林に指定し適正な管理を進めている。 

令和５年度末現在で、民有保安林18,116ha、国有保安林

２ 風水害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 県土の保全 

 

第１ 治山治水計画 

 

１ 治山計画 

(1) 森林の概況 

本県の森林は県北部を中心とする山岳林、県中央部から南

西部にかけての平地林及び海岸線に沿って分布する海岸林に

大別され、面積は18万7千haで県土の約1/3を占めている。 

 

（後略） 

 

(2) 治山施設の整備 

県内における山地災害危険地区等を調査した結果、総数で

1,250箇所あり、その内訳は次のとおりである。（令和７年３

月末現在） 

山地災害危険地区 （民有林）1,189箇所 

（国有林）  21箇所 ※資料8－8－2 

海岸防災林荒廃危険地区     40箇所 ※資料8－９ 

 

（後略） 

 

２ 保安林整備計画 

(1) 保安林の概況 

森林には、雨を貯え、ゆっくりと川に流すことで、安定し

た川の流れを保ち、洪水や渇水、土砂の流出などを防止する

働きがある。 

これらの公益的機能の発揮が特に要請される森林につい

て、保安林に指定し適正な管理を進めている。 

令和６年度末現在で、民有保安林18,268ha、国有保安林

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

山地災害危険地区や保

安林指定面積等の時点

修正（林業課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正（防災・危機

管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山地災害危険地区や保

安林指定面積等の時点



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

5 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

38,041ha、計56,157haの保安林が配備されている。 

(2) 保安林整備計画 

（略） 

38,041ha、計56,309haの保安林が配備されている。 

(2) 保安林整備計画 

（略） 

修正（林業課） 

３ 河川改修 

(1) 河川の概況 

（略） 

(2) 河川改修事業 

ア 直轄河川改修 

利根川は明治以来治水事業が進められてきたが、昭和22

年のカスリン台風等の結果に鑑み            

                八斗島の基本高水流量

を22,000m3／ｓとして工事を実施中である。しかし、下流

部においては未だ無堤地区があるなど治水安全度は低く、

事業の促進を図る必要がある。 

 

（後略） 

 

３ 河川改修 

(1) 河川の概況 

（略） 

(2) 河川改修事業 

ア 直轄河川改修 

利根川は明治以来治水事業が進められ    、昭和22

年のカスリン台風等の既往洪水や気候変動により予測され

る将来の降雨量の増加等を考慮し、八斗島の基本高水流量

を26,000m3／ｓとして工事を実施中である。しかし、下流

部においては未だ無堤地区があるなど治水安全度は低く、

事業の促進を図る必要がある。 

 

（後略） 

 

 

 

 

27 

 

 

 

国の河川整備計画変更

に伴う修正（監理課） 

 

第３ 水防法に基づく洪水・内水氾濫対策 

 

５ 避難体制等の整備 

（中略） 

(5) 市町村は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪

水予報河川等については、水位情報、堤防等の施設に係る情

報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令

基準を設定するものとする。それら以外の河川等について

も、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危

険を及ぼすと判断したものについては、同様に具体的な避難

指示等の発令基準を策定することとする。 

（後略） 

 

 

 

第３ 水防法に基づく洪水・内水氾濫対策 

 

５ 避難体制等の整備 

（中略） 

(5) 市町村は、洪水 に対する住民の警戒避難体制として、洪

水予報河川等については、水位情報、堤防等の施設に係る情

報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令

基準を設定するものとする。それら以外の河川等について

も、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危

険を及ぼすと判断したものについては、同様に具体的な避難

指示等の発令基準を策定することとする。 

（後略） 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

取り消し線の修正（監

理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第８節 情報通信設備等の整備 

 

災害発生時には、国、県、市町村、防災関係機関の間で緊密な情

報連絡をとることが全ての対策の基本となる。そのため、平常時よ

り、ソフト・ハード両面で情報通信ネットワークを強化していくこ

とが必要である。 

 

１ 情報通信設備の整備 

(1) 県の情報通信設備 

（略） 

(2) 市町村の情報通信設備 

１）市町村防災行政無線 

（略） 

２）消防無線 

消防無線には周波数別に①市町村波、②救急波、③県内共

通波、④全国共通波がある。 

特に、広域応援体制による消火活動を円滑実施するため、

全国共通波の整備に努める。 

 

第８節 情報通信設備等の整備 

 

災害発生時には、国、県、市町村、防災関係機関の間で緊密な情

報連絡をとることが全ての対策の基本となる。そのため、平常時よ

り、ソフト・ハード両面で情報通信ネットワークを強化していくこ

とが必要である。 

 

１ 情報通信設備の整備 

(1) 県の情報通信設備 

（略） 

(2) 市町村の情報通信設備 

１）市町村防災行政無線 

（略） 

２）消防無線 

消防無線には、市町村等及び都道府県がそれぞれの消防業

務・救急業務の管轄区域において、消防・救急業務の活動を

行う時に使用する活動波がある。 

また、市町村等及び都道府県がその属する管轄区域を越え

て、他の市町村等及び都道府県の消防活動を支援する場合又

は指定を受けている周波数が輻輳時により使用できない場合

に消防庁が消防機関との相互連絡を行う場合に使用される共

通波がある。 

消防無線については、大規模災害時にも、迅速かつ確実に

被害情報等を共有できる有用な設備であることから適切な整

備及び維持管理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電波法の記載に変更が

あったため、修正。ま

た、消防無線の考え方

を追記（いばらき消防

指令センター） 

(3) 防災関係機関の情報通信設備 

１）関東管区警察局 警察無線設備 

２）第三管区海上保安本部 海上保安庁通信設備 

３）気象庁 気象通信設備           、防災情報

提供システム 

（専用線・インターネット） 

４）国土交通省関東地方整備局 国土交通省無線設備 

(3) 防災関係機関の情報通信設備 

１）関東管区警察局 警察無線設備 

２）第三管区海上保安本部 海上保安庁通信設備 

３）気象庁 気象情報伝達処理システム（専用線）、防災情報

提供システム 

（   ・インターネット） 

４）国土交通省関東地方整備局 国土交通省無線設備 

 

 

 

42 

 

 

 

現状のシステムと整合

していないため。（水

戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

５）東京電力パワーグリッド(株)茨城総支社 東京電力通信設備 

６）ＪＲ東日本(株)水戸支社 鉄道通信設備 

７）茨城交通(株) 茨城交通通信設備 

８）首都圏新都市鉄道(株) 鉄道通信設備 

(4) 情報通信設備の災害時の機能確保 

（略） 

 

５）東京電力パワーグリッド(株)茨城総支社 東京電力通信設備 

６）ＪＲ東日本(株)水戸支社 鉄道通信設備 

７）茨城交通(株) 茨城交通通信設備 

８）首都圏新都市鉄道(株) 鉄道通信設備 

(4) 情報通信設備の災害時の機能確保 

（略） 

 

第11節 防災知識の普及 

 

（中略） 

 

１ 一般県民向けの防災教育 

(1) 普及すべき防災知識の内容 

（略） 

(2) 防災基地の整備 

（略） 

(3) 広報紙、パンフレットの配布 

（略） 

(4) 講習会等の開催 

（略） 

(5) 住民参加型ワークショップの開催 

（略） 

(6) その他のメディアの活用 

１）テレビ・ラジオ局、ＣＡＴＶ局の番組の活用 

２）ビデオ、ＤＶＤ、フィルムの製作、貸出 

３）文字放送の活用 

４）インターネットの活用（ホームページ、メール、ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス、X等） 

５）地震体験車等の教育設備の貸出 

６）県防災情報メールの活用 

 

第11節 防災知識の普及 

 

（中略） 

 

１ 一般県民向けの防災教育 

(1) 普及すべき防災知識の内容 

（略） 

(2) 防災基地の整備 

（略） 

(3) 広報紙、パンフレットの配布 

（略） 

(4) 講習会等の開催 

（略） 

(5) 住民参加型ワークショップの開催 

（略） 

(6) その他のメディアの活用 

１）テレビ・ラジオ局、ＣＡＴＶ局の番組の活用 

２）ビデオ、ＤＶＤ、機材等の    貸出 

３）文字放送の活用 

４）インターネットの活用（ホームページ、メール、ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス、X等） 

（削除） 

５）県防災情報メールの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正。廃止となっ

ている地震体験車を反

映。地震編の表現と統

一（防災・危機管理

課） 
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8 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第２章 災害応急対策 

第３節 気象情報等計画 

 

第１ 風水害関係 

 

５ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、茨城県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注

意・警戒を呼び掛けられるを喚起する場合や、特別警報・警報・

注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説され

る場合等に発表される。 

 

第２章 災害応急対策 

第３節 気象情報等計画 

 

第１ 風水害関係 

 

５ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、茨城県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注

意・警戒を呼びかける       場合や、特別警報・警報・

注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説され

る場合等に発表される。 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

誤植のため（水戸地方

気象台） 

 

10 洪水予報河川の洪水予報 

河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動

の参考となるように、あらかじめ指定した河川について、区間を

決めて水位又は流量を示して発表される警報及び注意報である。 

(1) 国が管理する河川の洪水予報 

 

（中略） 

 

国の機関が行う洪水予報の伝達先（茨城県内関係のみ） 
担当官署 伝達先 伝達方法 

関東地方整備局 

常陸河川国道事務所 

霞ヶ浦河川事務所 

下館河川事務所 

県（土木部河川課） 

メール・ＦＡＸ 関係市町村 

河川情報センター 

水戸地方気象台 

県（防災・危機管理課） 

専用回線 
日本放送協会 

ＮＴＴ五反田センター※１ 

総務省消防庁 

※１：ＮＴＴ五反田センターへの伝達は、一般の利用に適合

する洪水警報の通知をもって代える。 

 

 

 

 

10 洪水予報河川の洪水予報 

河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動

の参考となるように、あらかじめ指定した河川について、区間を

決めて水位又は流量を示して発表される警報及び注意報である。 

(1) 国が管理する河川の洪水予報 

 

（中略） 

 

国の機関が行う洪水予報の伝達先（茨城県内関係のみ） 
担当官署 伝達先 伝達方法 

関東地方整備局 

常陸河川国道事務所 

霞ヶ浦河川事務所 

下館河川事務所 

県（土木部河川課） 

メール・ＦＡＸ 関係市町村 

河川情報センター 

水戸地方気象台 県（防災・危機管理課） 

専用回線 
気象庁 

日本放送協会 

ＮＴＴ五反田センター※１ 

総務省消防庁 

※１：ＮＴＴ五反田センターへの伝達は、一般の利用に適合

する洪水警報の通知をもって代える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水戸地方気象台から伝

達するのは茨城県のみ

で他の関係機関は気象

庁からの伝達となるた

め。また、担当官署の

霞ケ浦河川事務所に誤

字があるため。（水戸

地方気象台） 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

9 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

(2) 県が管理する河川の洪水予報 

茨城県土木部河川課と水戸地方気象台が共同で発表する利根

川水系桜川洪水予報（氾濫注意情報・氾濫警戒情報・氾濫危険

情報・氾濫発生情報）は、県土木部河川課が土木事務所を通じ

て関係市町村に通報するものとする（警戒レベル２～５に相当

する）。水戸地方気象台は、県防災・危機管理課ほか関係防災

機関・報道機関に通報する。 

 

利根川水系桜川洪水予報の伝達先 
担当官署 伝達先 伝達方法 

茨城県土木部河川課 

土浦土木事務所 

メール及びＦＡＸ 

霞ヶ浦河川事務所 

茨城県警察本部 

土浦市 

つくば市 

阿見町 

水戸地方気象台 

県（防災・危機管理課） 

専用回線 
日本放送協会 

ＮＴＴ五反田センター※１ 

総務省消防庁 

※１：ＮＴＴ五反田センターへの伝達は、一般の利用に適合

する洪水警報の通知をもって代える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県が管理する河川の洪水予報 

茨城県土木部河川課と水戸地方気象台が共同で発表する利根

川水系桜川洪水予報（氾濫注意情報・氾濫警戒情報・氾濫危険

情報・氾濫発生情報）は、県土木部河川課が土木事務所を通じ

て関係市町村に通報するものとする（警戒レベル２～５に相当

する）。水戸地方気象台は、県防災・危機管理課ほか関係防災

機関・報道機関に通報する。 

 

利根川水系桜川洪水予報の伝達先 
担当官署 伝達先 伝達方法 

茨城県土木部河川課 

土浦土木事務所 

メール及びＦＡＸ 

霞ヶ浦河川事務所 

茨城県警察本部 

土浦市 

つくば市 

阿見町 

水戸地方気象台 県（防災・危機管理課） 

専用回線 
気象庁 

日本放送協会 

ＮＴＴ五反田センター※１ 

総務省消防庁 

※１：ＮＴＴ五反田センターへの伝達は、一般の利用に適合

する洪水警報の通知をもって代える。 

 

74 水戸地方気象台から伝

達するのは茨城県のみ

で他の関係機関は気象

庁からの伝達となるた 

め。（水戸地方気象台） 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

10 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

伝達系統図（例：那珂川、久慈川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝達系統図（例：那珂川、久慈川） 

 

 

76 

 

伝達系統図において電

話番号に変更があった

ため。（水戸地方気象

台） 

 

 

連絡先修正（常陸河川

国道事務所） 

ＮＴＴ五反田センター 

 

 

 

(警報のみ) 

茨城県防災・危機管理課 

N T T  → 029-301-2885 

NFAX  → 029-301-2898 

日本放送協会 

N T T  → 029-232-9830 

NFAX  → 029-226-7300 

総務省消防庁 

気象庁大気海洋部 

水戸地方気象台 

N T T  →029-224-1105 

NFAX  →029-227-5230 

共
同
発
表 

茨城県 
河川課 
マイクロ→ 83-765-4490 
F A X  → 83-765-4499 
N T T  → 029-301-1367 
NFAX  → 029-301-4499 

関東地方整備局 
水災害予報センター 
マイクロ→83-3861 
F A X  →83-3798 
N T T  →048-600-1947 
NFAX  →048-600-1428 

(一財)河川情報センター 

常陸河川国道事務所 
流域治水課 
マイクロ→723-351～358 

               
F A X  →   723-359 
N T T  →029-240-4069 
NFAX  →029-240-4086 

土木・工事事務所 

市町村（水防管理団体） 

住民 

水戸出張所(那珂川) 

N T T → 029-221-2794 

NFAX → 029-221-2859 

N T T → 0295-52-0621 

NFAX → 0295-52-0661 

N T T → 0294-72-4042 

NFAX → 0294-72-1646 

那珂出張所(那珂川) 

N T T → 029-289-4671 

NFAX → 029-289-4672 

凡例 

 

気象庁通信系 

専用線 

公衆網 

専用電話 

加入電話線 

テレビ・ラジオ等 

ＮＴＴ五反田センター 

 

 

 

(警報のみ) 

茨城県防災・危機管理課 

N T T  → 029-301-2885 

NFAX  → 029-301-2898 

日本放送協会 

N T T  → 029-232-9830 

NFAX  → 029-226-7300 

総務省消防庁 

気象庁大気海洋部 

水戸地方気象台 

N T T  →029-224-1106 

NFAX  →029-227-5230 

共
同
発
表 

茨城県 
河川課 
マイクロ→ 83-765-4490 
F A X  → 83-765-4499 
N T T  → 029-301-1367 
NFAX  → 029-301-4499 

関東地方整備局 
水災害予報センター 
マイクロ→83-3861 
F A X  →83-3798 
N T T  →048-600-1947 
NFAX  →048-600-1428 

(一財)河川情報センター 

常陸河川国道事務所 
流域治水課 
マイクロ→83-723-304   

83-723-351～358 
F A X  →83-723-359 
N T T  →029-240-4069 
NFAX  →029-240-4086 

土木・工事事務所 

市町村（水防管理団体） 

住民 

水戸出張所(那珂川) 

N T T → 029-221-2794 

NFAX → 029-221-2859 

N T T → 0295-52-0621 

NFAX → 0295-52-0661 

N T T → 0294-72-4042 

NFAX → 0294-72-1646 

那珂出張所(那珂川) 

N T T → 029-289-4671 

NFAX → 029-289-4672 

凡例 

 

気象庁通信系 

専用線 

公衆網 

専用電話 

加入電話線 

テレビ・ラジオ等 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

(3) 指定河川洪水予報の種類、表題と概要 
種類 標題 概要 

洪水警報 

氾濫発生情報 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。災

害がすでに発生している状況で、命の危険があり直ちに身の安全を確保

する必要があるとされる警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位を超える状況が継続してい

るとき、または急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さ

らに水位の上昇が見込まれるときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生への対応を

求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。 

危険な場所から避難する必要   とされる警戒レベル４に相当。 

氾濫警戒情報 

氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき、避難判断水位に到達し更に

水位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を

下回ったとき（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を

超える状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合

を除く）に発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等は危険な場所から避

難する必要があるとされる警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位

以上でかつ避難判断水位未満の状況が継続しているとき、避難判断水位

に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

（略） 

 

(4) 水位情報周知河川の水位情報等 

（略） 

 

(3) 指定河川洪水予報の種類、標題と概要 
種類 標題 概要 

洪水警報 

氾濫発生情報 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。災

害がすでに発生している状況で、命の危険があり直ちに身の安全を確保

する必要があるとされる警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位を超える状況が継続してい

るとき、または急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さ

らに水位の上昇が見込まれるときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生への対応を

求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。 

危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に相当。 

氾濫警戒情報 

氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき、避難判断水位に到達し更に

水位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を

下回ったとき（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を

超える状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合

を除く）に発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等は危険な場所から避

難する必要があるとされる警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位

以上でかつ避難判断水位未満の状況が継続しているとき、避難判断水位

に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

（略） 

 

(4) 水位情報周知河川の水位情報等 

（略） 

 

77 誤植のため。（水戸地

方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 火災気象通報 

 

（中略） 

 

(5) 通報の基準 

毎朝（５時頃）、向こう２４時間先までの気象状況の概要を

気象概況として通報する。この通報において、火災気象通報の

通報基準に該当又は該当するおそれがある場合は、見出しの冒

頭に通報区分として以下のとおり「火災気象通報」と明示し、

注意すべき事項を付加する。また、定時通報後、予想に変化が

あった場合は、定時通報と同様の形式で通報を行う。 

 

11 火災気象通報 

 

（中略） 

 

(5) 通報の基準 

毎朝（５時頃）、向こう２４時間先までの気象状況の概要を

気象概況として通報する。この通報において、火災気象通報の

通報基準に該当又は該当するおそれがある場合は、見出しの冒

頭に通報区分として      「火災気象通報」と明示し、

注意すべき事項を付加する。また、定時通報後、予想に変化が

あった場合は、定時通報と同様の形式で通報を行う。 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

指定する箇所が存在し

ないため。（水戸地方

気象台） 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

14 特別警報・警報・注意報の伝達 

(1) 水戸地方気象台関係 

水戸地方気象台が発表した特別警報・警報・注意報は次に示

す伝達系統図により通知する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注略） 

 

(2) 県関係 

（略） 

14 特別警報・警報・注意報の伝達 

(1) 水戸地方気象台関係 

水戸地方気象台が発表した特別警報・警報・注意報は次に示

す伝達系統図により通知する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注略） 

 

(2) 県関係 

（略） 

 

78 

 

「常陸河川国道事務

所」以外にも伝達（常

陸河川国道事務所） 

(3) 日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本又はＮＴＴ西日本）関係 

気象庁本庁又は水戸地方気象台からＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西

日本に通報された警報は、関係の各市町村に伝達される。 

この場合警報の種類だけで内容については伝達されない。 

 

（後略） 

 

(4) 日本放送協会（ＮＨＫ）関係 

（略） 

(5) 県警察本部関係 

（略） 

(3) ＮＴＴ株式会社   （ＮＴＴ東日本又はＮＴＴ西日本）関係 

気象庁本庁又は水戸地方気象台からＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西

日本に通報された警報は、関係の各市町村に伝達される。 

この場合警報の種類だけで内容については伝達されない。 

 

（後略） 

 

(4) 日本放送協会（ＮＨＫ）関係 

（略） 

(5) 県警察本部関係 

（略） 

81 社名変更に伴う修正

（ＮＴＴ東日本株式会

社） 

関係市町村 

及び 

関係機関等 

国土交通省常陸河川国道事務所 住
民 

茨城海上保安部 

関係船舶 

ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本 

茨城県防災・危機管理課 

消防庁 

国土交通省関東地方整備局 

報道機関 

日本放送協会（ＮＨＫ） 

第３管区海上保安部 

気
象
庁
本
庁
又
は
水
戸
地
方
気
象
台 

関係市町村 

及び 

関係機関等 

関東地方整備局 各事務所 
住
民 

茨城海上保安部 

関係船舶 

ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本 

茨城県防災・危機管理課 

消防庁 

国土交通省関東地方整備局 

報道機関 

日本放送協会（ＮＨＫ） 

第３管区海上保安部 

気
象
庁
本
庁
又
は
水
戸
地
方
気
象
台 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

13 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

(6) この外、主な官公庁には水戸地方気象台から直接通報してい

る。 

(6) この外、主な官公庁には水戸地方気象台から直接通報してい

る。 

 

第４節 災害情報の収集・伝達 

 

２ 被害情報・措置情報の収集・伝達 

 

（中略） 

 

(5) 被害種類別の情報収集・伝達方法 

 

（中略） 

 

４）情報収集・伝達系統４（ライフライン被害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後略） 

 

第４節 災害情報の収集・伝達 

 

２ 被害情報・措置情報の収集・伝達 

 

（中略） 

 

(5) 被害種類別の情報収集・伝達方法 

 

（中略） 

 

４）情報収集・伝達系統４（ライフライン被害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ会社合併・分

社化による社名変更

（株式会社エナジー宇

宙） 

県 本 部 

県 政 策 企 画 部 

（ 水 政 課 ） 

企 業 局 

（ 施 設 課 ） 

県 土 木 部 

（ 下 水 道 課 ） 

ガス 

電話 

水道 

下水道 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
被
害 

電気 
東 京 電 力 

パ ワ ー グ リ ッ ド 

東 京 ガ ス 

ネ ッ ト ワ ー ク 

東 部 ガ ス 

東 日 本 ガ ス 

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 

水 道 事 業 者 

下 水 道 事 業 者 

県 本 部 

県 政 策 企 画 部 

（ 水 政 課 ） 

企 業 局 

（ 施 設 課 ） 

県 土 木 部 

（ 下 水 道 課 ） 

ガス 

電話 

水道 

下水道 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
被
害 

電気 
東 京 電 力 

パ ワ ー グ リ ッ ド 

東 京 ガ ス 

ネ ッ ト ワ ー ク 

東 部 ガ ス 

エ ナ ジ ー 宇 宙 

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 

水 道 事 業 者 

下 水 道 事 業 者 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 災害救助法の適用 

 

市町村単位の被害が一定基準以上であり、かつ応急的な救助を必

要とする場合、災害救助法の適用による救助を行うことにより、被

災者の保護と社会の秩序の保全を図る。 

 

１ 被害状況の把握及び認定 

市町村は、救助法の適用に当たって被害状況の把握及び認定

を、次の基準で行う。 

(1) 被災世帯の算定 

被災世帯の算定は、住家が全壊、全焼、流失等により滅失し

た世帯を１世帯とし、住家が半焼、半壊等著しく損傷した世帯

については１／２世帯、床上浸水、土砂の堆積等により一時的

に居住不能となった世帯にあっては１／３世帯とみなして算定

する。 

(2) 住家の滅失等の算定 

１）住家の全壊、全焼、流失 

住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その

延床面積の70％以上に達した程度のもの、又は、住家の主要

な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のもの。 

２）住家の半壊、半焼 

住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その

延床面積の20％以上70％未満のもの、又は、住家の主要な構

成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ

の住家の損害割合が20％以上50％未満のもの。 

３）住家の床上浸水 

１）及び２）に該当しない場合であって、浸水がその住家

の床上に達した程度のもの、又は、土砂、竹木等の堆積等に

より一時的に居住することができない状態となったもの。 

(3) 住家及び世帯の単位 

１）住家 

90 災害応急対策を迅速か

つ的確に進めるため、

災害救助法の適用につ

いて追記し、取り扱い

を明確化（防災・危機

管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現実に居住のために使用している建物をいう。ただし、耐

火構造のアパート等で居住の用に供している部屋が遮断、独

立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等は、

それぞれ１住家として取り扱う。 

２）世帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

２ 救助法の適用基準 

救助法の適用基準は、救助法施行令第１条に定めるところによ

るが、災害による被害が、次に掲げる基準に該当し、知事が救助

を必要と認めたとき、市町村単位にその適用地域を指定し実施す

る。 

(1) 市町村における全壊、全焼、流失等による住家の滅失した世

帯数がそれぞれ次の表に示す世帯以上に達したとき。（救助法

施行令第１条第１項第１号） 

 

令別表第１ 

市町村の人口 住家滅失世帯数 

5,000人未満 30世帯 

5,000人以上   15,000 〃 40〃 

15,000 〃       30,000 〃 50〃 

30,000 〃       50,000 〃 60〃 

50,000 〃      100,000 〃 80〃 

100,000 〃      300,000 〃 100〃 

300,000 〃 150〃 

 

(2) 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数

が、その人口に応じ、それぞれ次の表第２に示す数以上であっ

て、当該市町村の区域内の被害世帯数がその人口に応じ、次の

表第３以上であること。（救助法施行令第１条第１項第２号） 

 

令別表第２ 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 

1,000,000人未満 1,000世帯 

1,000,000人以上  2,000,000 〃 1,500 〃 

2,000,000 〃     3,000,000 〃 2,000 〃 

3,000,000 〃 2,500 〃 

 

令別表第３ 

市 町 村 の 人 口 住家滅失世帯数 

5,000人未満 15世帯 

5,000人以上   15,000 〃 20〃 

15,000 〃       30,000 〃 25〃 

30,000 〃       50,000 〃 30〃 

50,000 〃      100,000 〃 40〃 

100,000 〃      300,000 〃 50〃 

300,000 〃 75〃 

 

(3) 当該市町村の区域を包括する都道府県の被害世帯数が、その

人口に応じ次の表に示す数以上であって、当該市町村の区域内

の被害世帯数が多数あること。（救助法施行令第１条第１項第

３号） 

 

令別表第４ 

都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 

1,000,000人未満 5,000世帯 

1,000,000人以上  2,000,000 〃 7,000 〃 

2,000,000 〃     3,000,000 〃 9,000 〃 

3,000,000 〃 12,000 〃 

 

(4) 市町村の被害が(1)(2)及び(3)に該当しないが、災害にかかっ

た者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情が

ある場合で、かつ多数の住家が滅失した場合、又は多数の者が
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生命、身体に危害を受け、あるいは受けるおそれが生じた場合

であって、内閣府令で定める基準に該当したとき。（救助法施

行令第１条第１項第３号後段及び同第４号） 

 

〔災害救助法施行令第１条第１項第４号に基づく災害救助法の迅

速な適用について〕 

上記第４号に該当するか否かの判断に際しては、住家の滅失数

等の把握が困難な場合であっても、以下の条件を参考に速やかに

適用を検討する。 

 

① 県災害対策本部及び市町村災害対策本部が設置されているこ

と。 

② 現に住家被害が発生している、又は発生する蓋然性が高いこ

と。 

③ 避難所が開設され、避難生活が継続すると見込まれること（大

規模停電、断水、孤立集落等を含む）。 

 

上記①〜③のすべて、又は①と②若しくは③に該当する場合に

は、被災者の早期生活再建及び社会秩序の保全を図るため、４号

基準の適用を速やかに行う。 

なお、上記①～③に該当しない場合であっても、随時、内閣府

と協議の上、救助法の適用を判断する。 

 

第５節 通信 

 

３ 公衆電気通信設備が利用できない場合 

(1) 他機関の通信設備の使用等 

（略） 

(2) 非常通信の利用 

 

（前略） 

第６節 通信 

 

３ 公衆電気通信設備が利用できない場合 

(1) 他機関の通信設備の使用等 

（略） 

(2) 非常通信の利用 

 

（前略） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

イ 取扱い無線局 

官公庁、会社、船舶、アマチュアなどの総ての無線局は、

非常通信を行う場合には、許可業務以外の通信を取り扱うこ

とができることとなっている。ただし、無線局の機能及び通

信可能範囲はさまざまなので、各防災関係機関は非常災害時

に利用できる無線局の機能（通信範囲）を十分把握しておく

ものとする。 

なお、県内で非常通信を取扱う無線局を有する主な機関

は、次のとおりである。 

 

機   関 連絡担当課等 所在地及び電話番号 郵便番号 

東日本電信電話株式会社 

茨 城 支 店 
災 害 対 策 室 

水戸市北見町８－８ 

   029(232)4825 
310-0061 

関 東 管 区 警 察 局 

茨 城 県 情 報 通 信 部 
機 動 通 信 課 

水戸市笠原町 978－６ 

029(301)0110 (内)6061 
310-8550 

茨 城 県 警 察 本 部 通 信 指 令 課 
   〃 

   〃   (内)3641 
〃 

国 土 交 通 省 

下 館 河 川 事 務 所 
計 画 課 

筑西市二木成 1753 

0296(25)2173      
308-0841 

国 土 交 通 省 

常 陸 河 川 国 道 事 務 所 
防 災 課 

水戸市千波町 1962－２ 

   029(240)4074  
310-0851 

 

 
（ 追 記 ）   

 

 
（ 追 記 ）   

東 日 本 旅 客 鉄 道 

株 式 会 社 水 戸 支 社 

水戸信号通信設備

技 術 セ ン タ ー 

水戸市三の丸１－４－47 

   029(227)3762 
310-0011 

茨 城 県 無 線 漁 業 

協 同 組 合 
参 事 

水戸市三の丸１－１－33 

   029(231)6592 
〃 

茨 城 県 

防災・危機管理課 
水戸市笠原町 978－６ 

   029(301)2885 
310-8555 

河 川 課 
   〃 

   029(301)4490 
〃 

水産試験場漁業無

線 局 

ひたちなか市新光町 51 

   029(273)7911 
312-0005 

東京電力パワーグリッド

( 株 ) 茨 城 総 支 社 

茨 城 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク セ ン タ ー 

運用総括グループ 

水戸市南町 2 丁目 6-2 

   029(387)3121 
310-0021 

日 本 ア マ チ ュ ア 無 線 

連 盟 茨 城 県 支 部 
支 部 長 

土浦市小岩田西 1-6-3 

   029-824-4451 
300-0833 

日 立 市 天 気 相 談 所 所 長 
日立市助川町１－１－１ 

   0294(22)5520 
317-0065 

Ｎ Ｈ Ｋ 水 戸 放 送 局 技 術 
水戸市大町３－４－４ 

   029(232)9841 
310-8567 

株 式 会 社 L u c k y F M 

茨 城 放 送 
報道広報事業部 

水戸市千波町 2084-2 

   029(244)3991 
310-8505 

日 本 赤 十 字 社 

茨 城 県 支 部 
事 業 推 進 課 

水戸市小吹町 2551 

   029(241)4516 
310-0914 

イ 取扱い無線局 

官公庁、会社、船舶、アマチュアなどの総ての無線局は、

非常通信を行う場合には、許可業務以外の通信を取り扱うこ

とができることとなっている。ただし、無線局の機能及び通

信可能範囲はさまざまなので、各防災関係機関は非常災害時

に利用できる無線局の機能（通信範囲）を十分把握しておく

ものとする。 

なお、県内で非常通信を取扱う無線局を有する主な機関

は、次のとおりである。 

 

機   関 連絡担当課等 所在地及び電話番号 郵便番号 

ＮＴＴ東日本 株式会社 

茨 城 支 店 
災 害 対 策 室 

水戸市北見町８－８ 

   029(232)4825 
310-0061 

関 東 管 区 警 察 局 

茨 城 県 情 報 通 信 部 
機 動 通 信 課 

水戸市笠原町 978－６ 

029(301)0110 (内)6061 
310-8550 

茨 城 県 警 察 本 部 通 信 指 令 課 
   〃 

   〃   (内)3641 
〃 

国 土 交 通 省 

下 館 河 川 事 務 所 
管 理 課 

筑西市二木成 1753 

0296(25)2169 (内)390 
308-0841 

国 土 交 通 省 

常 陸 河 川 国 道 事 務 所 
情 報 技 術 課 

水戸市千波町 1962－２ 

029(215)9692 (内)251 
310-0851 

国 土 交 通 省 

霞 ケ 浦 河 川 事 務 所 
管 理 課 

潮来市潮来 3510 

0299(63)2418 (内)334 
311-2424 

国 土 交 通 省 

霞 ケ 浦 導 入 工 事 事 務 所 
工 務 第 二 課 

土浦市下高津 2-1-3 

029(822)3441 (内)410 
300-0812 

東 日 本 旅 客 鉄 道 

株 式 会 社 水 戸 支 社 

水戸信号通信設備

技 術 セ ン タ ー 

水戸市三の丸１－４－47 

   029(227)3762 
310-0011 

茨 城 県 無 線 漁 業 

協 同 組 合 
参 事 

水戸市三の丸１－１－33 

   029(231)6592 
〃 

茨 城 県 

防災・危機管理課 
水戸市笠原町 978－６ 

   029(301)2885 
310-8555 

河 川 課 
   〃 

   029(301)4490 
〃 

水産試験場漁業無

線 局 

ひたちなか市新光町 51 

   029(273)7911 
312-0005 

東京電力パワーグリッド

( 株 ) 茨 城 総 支 社 

茨 城 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク セ ン タ ー 

運用総括グループ 

水戸市南町 2 丁目 6-2 

   029(231)3252 
310-0021 

日 本 ア マ チ ュ ア 無 線 

連 盟 茨 城 県 支 部 
支 部 長 

土浦市小岩田西 1-6-3 

   029-824-4451 
300-0833 

日 立 市 天 気 相 談 所 所 長 
日立市助川町１－１－１ 

   0294(22)5520 
317-0065 

Ｎ Ｈ Ｋ 水 戸 放 送 局 技 術 
水戸市大町３－４－４ 

   029(232)9841 
310-8567 

株 式 会 社 L u c k y F M 

茨 城 放 送 
報道広報事業部 

水戸市千波町 2084-2 

   029(244)3991 
310-8505 

日 本 赤 十 字 社 

茨 城 県 支 部 
事 業 推 進 課 

水戸市小吹町 2551 

   029(241)4516 
310-0914 

94 社名変更に伴う修正

（ＮＴＴ東日本株式会

社） 

 

県内他事務所を反映 

（常陸河川国道事務所） 

 

誤記修正（東京電力パ

ワーグリッド株式会社

茨城総支社） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

茨 城 海 上 保 安 部 警 備 救 難 課 
ひたちなか市和田町３－４－16 

   029(262)4304 
311-1214 

日本原子力研究開発機構 

原 子 力 科 学 研 究 所 
危 機 管 理 課 

那珂郡東海村大字白方２－４ 

   029(282)5100 
319-1195 

日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 
危 機 管 理 課 

那珂郡東海村大字村松４－33 

   029(282)1111 
319-1194 

日本原子力研究開発機構 

大 洗 研 究 所 
危 機 管 理 課 

東茨城郡大洗町成田町 4002 番地 

   029(267)4141 
311-1393 

日 本 原 子 力 発 電 

株 式 会 社 東 海 発 電 所 

総 務 室 

総務サブグループ 

那珂郡東海村白方１－１ 

   029(282)1211 
319-1198 

 

（後略） 

 

茨 城 海 上 保 安 部 警 備 救 難 課 
ひたちなか市和田町３－４－16 

   029(262)4304 
311-1214 

日本原子力研究開発機構 

原 子 力 科 学 研 究 所 
危 機 管 理 課 

那珂郡東海村大字白方２－４ 

   029(282)5100 
319-1195 

日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 
危 機 管 理 課 

那珂郡東海村大字村松４－33 

   029(282)1111 
319-1194 

日本原子力研究開発機構 

大 洗 研 究 所 
危 機 管 理 課 

東茨城郡大洗町成田町 4002 番地 

   029(267)4141 
311-1393 

日 本 原 子 力 発 電 

株 式 会 社 東 海 発 電 所 

総 務 室 

総務サブグループ 

那珂郡東海村白方１－１ 

   029(282)1211 
319-1198 

 

（後略） 

第６節 広報 

（略） 

 

第７節 広報 

（略） 

 

102 「第５節 災害救助法

の適用」追記に伴う修 

正（防災・危機管理課） 

第７節 消防活動 

 

６ 救急業務 

消防機関が行う救急業務は、火災をはじめ交通事故、労働災害 

等の11種類について、傷病者の搬送を任務として実施しているが、 

近年、急病によるものが増加の傾向にある。救急医療体制の充実

強化についての関係機関との十分な協力体制が必要であり、地域

の実態に応じた体制の確立を図ることとしている。県内の救急医

療体制及び救急自動車の保有台数は資料11－１及び資料11－２の

とおりである。 

 

（後略） 

 

第８節 消防活動 

 

６ 救急業務 

消防機関が行う救急業務は、火災をはじめ交通事故、労働災害 

等の11種類について、傷病者の搬送を任務として実施しているが、 

近年、急病によるものが増加の傾向にある。救急医療体制の充実

強化についての関係機関との十分な協力体制が必要であり、地域

の実態に応じた体制の確立を図ることとしている。県内の救急医

療体制及び救急自動車の保有台数は資料11－１及び資料11－３の

とおりである。 

 

（後略） 

 

 

 

103 

 

 

誤記修正（茨城西南広

域消防本部） 

第８節 水防 

 

２ 指定水防管理団体 

水防法第４条に基づき水防上公共の安全に重大な関係があると

して知事の指定した水防管理団体は次のとおりである。 

(1) 潮来市 

(2) 稲敷地方広域市町村圏事務組合（龍ケ崎市、利根町、河内

第９節 水防 

 

２ 指定水防管理団体 

水防法第４条に基づき水防上公共の安全に重大な関係があると

して知事の指定した水防管理団体は次のとおりである。 

(1) 潮来市 

(2) 稲敷地方広域市町村圏事務組合（龍ケ崎市、利根町、河内

 

 

108 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

町、稲敷市） 

(3) 利根川水系県南水防事務組合（取手市、牛久市、龍ヶ崎市、

つくばみらい市、つくば市） 

(4) 土浦市 (5) 古河市 (6) 利根川栗橋流域水防事務組合（五

霞町） 

(7) 境町   (8) 坂東市  (9) 筑西市    (10)結城市 

(11)下妻市  (12)常総市  (13)つくば市   (14)茨城町 

(15)那珂市  (16)常陸大宮市(17)神栖市    (18)水戸市 

(19)常陸太田市(20)城里町  (21)ひたちなか市 (22)北茨城市 

(23)行方市  (24)日立市  (25)つくばみらい市(26)高萩市 

(27)八千代町 (28)東海村        

 

町、稲敷市） 

(3) 利根川水系県南水防事務組合（取手市、牛久市、龍ケ崎市、

つくばみらい市、つくば市） 

(4) 土浦市 (5) 古河市 (6) 利根川栗橋流域水防事務組合（五

霞町） 

(7) 境町   (8) 坂東市  (9) 筑西市    (10)結城市 

(11)下妻市  (12)常総市  (13)つくば市   (14)茨城町 

(15)那珂市  (16)常陸大宮市(17)神栖市    (18)水戸市 

(19)常陸太田市(20)城里町  (21)ひたちなか市 (22)北茨城市 

(23)行方市  (24)日立市  (25)つくばみらい市(26)高萩市 

(27)八千代町 (28)東海村  (29)五霞町 

 

誤記修正（龍ケ崎市） 

 

 

 

 

 

 

 

指定水防管理団体の追

加（監理課） 

第９節 災害警備 

 

４ 災害警備活動 

災害発生時に行う災害警備活動は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 被害状況の把握 

(2) 救出救助活動等 

(3) 避難誘導等 

(4) 二次災害の防止 

(5) 交通対策 

(6) 保安対策 

(7) 死体見分及び検視 

(8) 被災者等への情報の発信  

(9) 感染防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

第10節 災害警備 

 

４ 災害警備活動 

災害発生時に行う災害警備活動は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 被害状況の把握 

(2) 救出救助活動等 

(3) 避難誘導等 

(4) 二次災害の防止 

(5) 交通対策 

(6) 保安対策 

(7) 死体見分及び検視 

(8) 被災者等への情報伝達活動 

(9) 感染防止対策 

 

 

110 

 

 

「防災基本計画」「警

察庁防災業務計画」の

記載に合わせた修正

（警備課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第10節 交通計画 

（中略） 

 

１ 規制の種別等 

（中略） 

 

道路情報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11節 交通計画 

（中略） 

 

１ 規制の種別等 

（中略） 

 

道路情報連絡系統図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県内の直轄国道４

号の管理者「宇都宮国

道事務所」の追記（常

陸河川国道事務所） 

第11節 避難 

（略） 

 

第12節 避難 

（略） 

 

117 「第５節 災害救助法

の適用」追記に伴う修 

正（防災・危機管理課） 

《収集》 

道路利用者 

必要に応じて、 

次の１～４の 

各機関に連絡 

 

１所轄警察署 

２所轄消防機関 

３市町村 

４路線バス 

会社等 

道路公社 

通報者 
各土木 

事務所 

市町村 

県庁 

水防本部 

災害対策本部 

道路維持課 

水戸地方 

気象台 

常陸河川国道事務所 

          

県警察本部 

東日本高速道路㈱ 

関東支社 

各土木 

事務所 

国土交通省 

関東地方 

整備局 

１ 道路部 

交通対策課 

２ 道路部 

地域道路課 

東日本 

高速道路㈱ 

関東支社 

(必要に応じて) 

ＮＨＫ水戸放送局 

LuckyFM茨城放送 

報道機関 

道路交通情報センター 

常陸河川国道事務所 

          

（必要に応じて） 

県警察本部 

《伝達》 

ＨＰ、報道 

道路情報板等 

《収集》 

道路利用者 

必要に応じて、 

次の１～４の 

各機関に連絡 

 

１所轄警察署 

２所轄消防機関 

３市町村 

４路線バス 

会社等 

道路公社 

通報者 
各土木 

事務所 

市町村 

県庁 

水防本部 

災害対策本部 

道路維持課 

水戸地方 

気象台 

常陸河川国道事務所 

宇都宮国道事務所 

県警察本部 

東日本高速道路㈱ 

関東支社 

各土木 

事務所 

国土交通省 

関東地方 

整備局 

１ 道路部 

交通対策課 

２ 道路部 

地域道路課 

東日本 

高速道路㈱ 

関東支社 

(必要に応じて) 

ＮＨＫ水戸放送局 

LuckyFM茨城放送 

報道機関 

道路交通情報センター 

常陸河川国道事務所 

宇都宮国道事務所 

（必要に応じて） 

県警察本部 

《伝達》 

ＨＰ、報道 

道路情報板等 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

22 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第12節 食糧供給 

（略） 

 

第13節 衣料・生活必需品等供給 

（略） 

 

第14節 給水 

（略） 

 

第13節 食糧供給 

（略） 

 

第14節 衣料・生活必需品等供給 

（略） 

 

第15節 給水 

（略） 

 

第15節 要配慮者安全確保対策 

 

５ 在宅の要配慮者に対する安全確保対策 

 

（中略） 

 

(7) ＤＷＡＴの派遣 

県に対して県内の被災市町村、国（厚生労働省）又は被災都

道府県からＤＷＡＴの派遣要請があった場合に、避難所 の高

齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、災害福祉支

援ネットワークに対して避難所への             

       ＤＷＡＴの派遣要請を行う。 

 

 

第16節 要配慮者安全確保対策 

 

５ 在宅の要配慮者に対する安全確保対策 

 

（中略） 

 

(7) ＤＷＡＴの派遣 

県に対して県内の被災市町村、国（厚生労働省）又は被災都

道府県からＤＷＡＴの派遣要請があった場合に、避難所等の高

齢者、障害者等の生活機能の低下の防止等のため、災害福祉支

援ネットワークに対して避難所の避難者、在宅避難者や車中泊

避難者のもとへＤＷＡＴの派遣要請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月の災害救

助法の改正に伴いＤＷ

ＡＴの活動範囲が拡大

されたため。（福祉政

策課） 

第16節 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 

（略） 

 

第17節 医療・助産 

（略） 

 

第18節 防疫 

（略） 

 

第17節 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 

（略） 

 

第18節 医療・助産 

（略） 

 

第19節 防疫 

（略） 

 

130 「第５節 災害救助法

の適用」追記に伴う修 

正（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第19節 災害廃棄物の処理 

（略） 

 

第20節 災害廃棄物の処理 

（略） 

 

第20節 死体の捜索及び処理埋葬 

 

３ 災害救助法による死体の捜索、処理及び埋葬 

救助法を適用した場合の捜索、処理及び埋葬は同法及び同法施

行細則等によるが、その概要は次のとおりである。 

(1) 死体の捜索 

ア 捜索を受ける者 

行方不明の状態にある者で、周囲の事情によりすでに死亡

していると推定される者 

イ 捜索の方法 

市町村住民の協力等により捜索に必要な機械、器具を借上

げて実施する。 

ウ 費用の範囲及び限度額 

(ｱ) 費用の範囲 

機械器具の借上費、修繕費、燃料費 

(ｲ) 限度額 

当該地域における通常の実費 

エ 捜索の期間 

災害発生の日から10日以内とする。 

(2) 死体の処理 

ア 死体の処理を行う場合 

災害による社会混乱のため、死体の処理を行うことができ

ない場合 

イ 死体の処理の方法 

(ｱ) 死体の一時保存のための施設等の設置、死体の洗浄、縫

合、消毒、検案等を実施する。 

(ｲ) 検案は救護班が実施する。ただし、死体が多数の場合等、 

救護班によることができない場合は、一般開業の医師の協

力を得て実施する。 

第21節 死体の捜索及び処理埋葬 

 

３ 災害救助法による死体の捜索、処理及び埋葬 

救助法を適用した場合の捜索、処理及び埋葬は同法及び同法施

行細則等によるが、その概要は次のとおりである。 

(1) 死体の捜索 

ア 捜索を受ける者 

行方不明の状態にある者で、周囲の事情によりすでに死亡

していると推定される者 

イ 捜索の方法 

市町村住民の協力等により捜索に必要な機械、器具を借上

げて実施する。 

             

        

                 

      

              

ウ 捜索の期間 

災害発生の日から10日以内とする。 

(2) 死体の処理 

ア 死体の処理を行う場合 

災害による社会混乱のため、死体の処理を行うことができ

ない場合 

イ 死体の処理の方法 

(ｱ) 死体の一時保存のための施設等の設置、死体の洗浄、縫

合、消毒、検案等を実施する。 

(ｲ) 検案は救護班が実施する。ただし、死体が多数の場合等、 

救護班によることができない場合は、一般開業の医師の協

力を得て実施する。 

 

 

135 

 

 

地震編に「費用の範囲

及び限度額」の記載が

ないため、内容の統一

を図る（防災・危機管

理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

ウ 費用の範囲及び限度額 

区分 限度額 

死体の洗浄、縫合、消毒等のための費用 １体当たり 3,500円以内 

死体の一時保存のための費用 既存建物の場合 通常の実費 

 仮設物の場合 5,400円以内 

検案料（救護班以外の場合に限る。） 慣行料金の額以内 

 

エ 死体処理の期間 

災害発生の日から10日以内とする。 

(3) 埋葬 

ア 埋葬を行う場合 

(ｱ) 災害時の混乱の際に死亡した者 

(ｲ) 災害のため埋葬を行うことが困難な場合 

イ 埋葬の方法 

埋葬の程度は応急的な仮葬とし、土葬又は火葬とする。 

ウ 費用の範囲及び限度額 

(ｱ) 費用の範囲 

火葬料、埋葬料、棺、骨つぼ 

(ｲ) 限度額 

大人（満12歳以上） 215,200円以内 

小人（満12歳未満） 172,000円以内 

(ｳ) 埋葬の期間 

災害発生の日から10日以内とする。 

 

 

 

             

 

（削除） 

 

 

 

 

ウ 死体処理の期間 

災害発生の日から10日以内とする。 

(3) 埋葬 

ア 埋葬を行う場合 

(ｱ) 災害時の混乱の際に死亡した者 

(ｲ) 災害のため埋葬を行うことが困難な場合 

イ 埋葬の方法 

埋葬の程度は応急的な仮葬とし、土葬又は火葬とする。 

             

        

              

      

                 

                 

ウ 埋葬の期間 

災害発生の日から10日以内とする。 

 

第21節 障害物の除去 

（略） 

 

第22節 輸送 

（略） 

 

第22節 障害物の除去 

（略） 

 

第23節 輸送 

（略） 

 

 「第５節 災害救助法

の適用」追記に伴う修 

正（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第23節 労務計画 

（略） 

 

第24節 児童生徒等の安全確保・応急教育等 

（略） 

 

第24節 労務計画 

（略） 

 

第25節 児童生徒等の安全確保・応急教育等 

（略） 

 

第25節 自衛隊に対する災害派遣要請 

 

第５ 災害派遣の活動範囲 

自衛隊の災害派遣の活動範囲は概ね次による。 

項 目 内 容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報

収集活動を行なって被害状況を把握する。 

避難の援助 

避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行

なわれる場合で必要があるときは、避難者の誘

導、輸送等を行い、避難を援助する。 

避難者の捜索・救助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常

他の救援活動に優先して捜索活動を行なう。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、

運搬、積込み等の水防活動を行う。 

消防活動 

火災に際しては、利用可能な消防車その他の防

火用具（空中消火が必要な場合は航空機）をもっ

て、消防機関に協力して消火にあたるが、消火薬

剤等は、通常関係機関の提供するものを使用する

ものとする。 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し又は障害物がある場

合は、それらの啓開又は除去にあたる。 

応急医療、救護及び防疫 

被災者に対し、応急医療、及び防疫を行うが、

薬剤等は通常関係機関の提供するものを使用する

ものとする。 

人員及び物資の緊急輸送 

緊急患者、医師その他救援活動に必要な人員及

び援助物資の緊急輸送を実施する。この場合にお

いて航空機による輸送は、特に緊急を要すると認

められるものについて行う。 

給食及び給水       被災者に対し、給食及び給水      を実

第26節 自衛隊に対する災害派遣要請 

 

第５ 災害派遣の活動範囲 

自衛隊の災害派遣の活動範囲は概ね次による。 

項 目 内 容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報

収集活動を行なって被害状況を把握する。 

避難の援助 

避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行

なわれる場合で必要があるときは、避難者の誘

導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜索救助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常

他の救援活動に優先して捜索活動を行なう。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、

運搬、積込み等の水防活動を行う。 

消防活動 

火災に際しては、利用可能な消防車その他の防

火用具（空中消火が必要な場合は航空機）をもっ

て、消防機関に協力して消火にあたるが、消火薬

剤等は、通常関係機関の提供するものを使用する

ものとする。 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し又は障害物がある場

合は、それらの啓開又は除去にあたる。 

応急医療、救護及び防疫 

被災者に対し、応急医療、及び防疫を行うが、

薬剤等は通常関係機関の提供するものを使用する

ものとする。 

人員及び物資の緊急輸送 

緊急患者、医師その他救援活動に必要な人員及

び援助物資の緊急輸送を実施する。この場合にお

いて航空機による輸送は、特に緊急を要すると認

められるものについて行う。 

給食、 給水及び入浴支援 被災者に対し、給食、 給水及び入浴支援を実

 

 

 

148 

 

 

 

防災基本計画に示す内

容と不整合のため（防

衛省） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

施する。 

救援物資の無償貸与又は譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸与及び譲

与等に関する総理府令」（Ｓ．33．総理府令第１

号）に基づき、被災者に対し救援物資を無償貸付

けし又は譲与する。 

危険物の保安及び除去 
能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危

険物の保安措置及び除去を実施する。 

通信支援 通信機器を用いて情報の収集及び伝達を行う。 

広報活動 
航空機、車両等を用いて、住民に対する広報を

行う。 

その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処

可能なものについては、所要の措置をとる。 

  

施する。 

救援物資の無償貸与又は譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸与及び譲

与等に関する総理府令」（Ｓ．33．総理府令第１

号）に基づき、被災者に対し救援物資を無償貸付

けし又は譲与する。 

危険物の保安及び除去 
能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危

険物の保安措置及び除去を実施する。 

（削除） （削除）                  

（削除） 
（削除）                  

    

その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処

可能なものについては、所要の措置をとる。 
 

第26節 応援・受援 

 

２ 応援受入体制の確保 

(1) 連絡体制の確保 

（略） 

(2) 受入体制の確保 

１）連絡窓口の明確化 

（略） 

２）受入施設の整備 

知事及び市町村長は、国及び関係都道府県・市町村等から

の物資等の応援を速やかに受入れるための施設をあらかじめ

整備しておくものとする。 

また、防災ボランティア等の人的応援についてもあらかじ

め受入施設を定めておくものとする。 

なお、他都道府県からの応援職員等が宿泊場所を確保する

ことが困難な場合には、公共施設の空きスペース、仮設の拠

点や車両を設置できる空き地などの確保に配慮するものとす

る。                 

 

 

第27節 応援・受援 

 

２ 応援受入体制の確保 

(1) 連絡体制の確保 

（略） 

(2) 受入体制の確保 

１）連絡窓口の明確化 

（略） 

２）受入施設の整備 

知事及び市町村長は、国及び関係都道府県・市町村等から

の物資等の応援を速やかに受入れるための施設をあらかじめ

整備しておくものとする。 

また、防災ボランティア等の人的応援についてもあらかじ

め受入施設を定めておくものとする。 

なお、他都道府県からの応援職員等が宿泊場所を確保する

ことが困難な場合には、公共施設の空きスペース、仮設の拠

点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な

施設等のリスト化に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月の防災基 

本計画の修正事項であ 

るため。（内閣府防災 

計画担当） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第27節 農地農業 

 

災害時、特に水害における農作物及び農耕地に対する応急対策は

本計画の定めるところによるものとする。 

 

（後略） 

 

第28節 農地農業 

 

災害時、特に水害における農作物及び農地 に対する応急対策は

本計画の定めるところによるものとする。 

 

（後略） 

 

160 用語を統一するため。

（農業経営課） 

第28節 電力施設の復旧 

（略） 

 

第29節 電力施設の復旧 

（略） 

 

162 「第５節 災害救助法

の適用」追記に伴う修 

正（防災・危機管理課） 

第29節 東日本電信電話株式会社茨城支店の災害対策計画 

 

管内において災害が発生した場合、通信設備被害の早期復旧を図

るための計画である。 

１ 組織（茨城支店災害対策本部） 

東日本電信電話株式会社茨城支店災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第30節 ＮＴＴ東日本株式会社茨城支店の災害対策計画 

 

管内において災害が発生した場合、通信設備被害の早期復旧を図

るための計画である。 

１ 組織（茨城支店災害対策本部） 

ＮＴＴ東日本株式会社茨城支店災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 社名変更に伴う修正

（ＮＴＴ東日本株式会

社） 

第30節 株式会社ＮＴＴドコモ茨城支店の非常災害対策計画 

（略） 

 

第31節 県防災ヘリコプターによる災害応急対策 

（略） 

第31節 株式会社ＮＴＴドコモ茨城支店の非常災害対策計画 

（略） 

 

第32節 県防災ヘリコプターによる災害応急対策 

（略） 

165 「第５節 災害救助法

の適用」追記に伴う修 

正（防災・危機管理課） 

設備班（所内） 情報統括班 本部長 

副本部長 
設備班（所外） 

建物電力班 

マスユーザ班 

法人ユーザ班 

総務広報班 

現地対応班 

設備班（所内） 情報統括班 本部長 

副本部長 
設備班（所外） 

建物電力班 

マスユーザ班 

法人ユーザ班 

総務広報班 

現地対応班 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第32節 郵政事業に係る措置 

（略） 

 

第33節 郵政事業に係る措置 

（略） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第３章 災害復旧計画 

第２節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 

 

第２ 激甚災害に係る財政援助措置 

 

（中略） 

 

３ 中小企業に関する特別の助成 

(1) 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

（略） 

(2) 廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金

の償還期間等の特例 

激甚災害を受けた中小企業者に対する、廃止前の小規模企

業者等設備導入資金助成法に基づく貸付金について、県は償

還期間を２年以内において延長することができる。 

(3) 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 

（後略） 

第３章 災害復旧計画 

第２節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 

 

第２ 激甚災害に係る財政援助措置 

 

（中略） 

 

３ 中小企業に関する特別の助成 

(1) 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

（略） 

                             

          

                           

                            

                        

(2) 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 

（後略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

 

 

 

 

 

 

 

廃止前の小規模企業者

等設備導入資金助成法

に基づく貸付金（H27.3

当該法律廃止）につい

ては、既に償還期間を

迎えてから年数が経過

し、延長の対象となる

貸付金が存在しないた

め。（産業政策課） 

第４節 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金 

 

第１ 農林漁業復旧資金 

 

（中略） 

 

２ 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく融資 

 

（中略） 

 

(3) 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第２条第14号に基づ

き、被害農業者等に指定災害により、被害を受けた農業用施

設の復旧に必要な資金を融資する。 

第４節 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金 

 

第１ 農林漁業復旧資金 

 

（中略） 

 

２ 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく融資 

 

（中略） 

 

(3) 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第２条第14号に基づ

き、被害農業者等に指定災害により、被害を受けた農業用施

設の復旧に必要な資金を融資する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震災害対策計画編と

文言を統一するため。

（農業経営課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

ア 貸付の相手方 被害農業者          

 

（後略） 

 

ア 貸付の相手方 被害農業者又は特別被害農業者 

 

（後略） 

 

第５ 母子 父子 寡婦福祉資金 

 

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」（昭和39年法律第129号）に

基づき、災害により被害を受けた母子家庭及び父子家庭並びに寡

婦に対し、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図るため、母

子 父子 寡婦福祉資金の貸付を行う。 

 

（住宅資金） 

１ 対 象 者 母子家庭の母、父子家庭の父または寡婦 

２ 貸付限度 150万円以内（特に必要と認められる       

   場合200万円以内） 

３ 償還期間 ６月以内の据置期間経過後６年以内（特に必要と

認められる         場合７年以内） 

４ 貸付利率 無利子（保証人のいない場合年1.0％。ただし据置

期間中は無利子） 

 

 

第５ 母子・父子・寡婦福祉資金 

 

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」（昭和39年法律第129号）に

基づき、災害により被害を受けた母子家庭及び父子家庭並びに寡

婦に対し、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図るため、母

子・父子・寡婦福祉資金の貸付を行う。 

 

（住宅資金） 

１ 対 象 者 母子家庭の母、父子家庭の父または寡婦 

２ 貸付限度 150万円以内（災害等による増改築及び住宅建設・

購入の場合200万円以内） 

３ 償還期間 ６月以内の据置期間経過後６年以内（災害等によ

る増改築及び住宅建設・購入の場合７年以内） 

４ 貸付利率 無利子（保証人のいない場合年1.0％。ただし据置

期間中は無利子） 

 

177 ・県予算書上の名称で

ある「母子・父子・寡

婦福祉資金」と統一す

るため。 

・令和７年６月16日付

けこども家庭庁事務連

絡で貸付限度額及び償

還期間が明記されたた

め。（青少年家庭課） 

第５節 その他の保護計画 

 

被害を受けた地域の民生を安定させるため、前各節に掲げるほか、 

被災地に対する次の対策を講ずるものとする。 

 

第１ 被災者に対する職業のあっせん 

１ 公共職業安定所及び県は、被災により他に転職を希望する者

に対して、本人の希望適性等を考慮し、就職のあっせんを行

う。 

２ 被災者の就職を開拓するため、職業訓練校において職業訓練

を実施するよう努める。 

第５節 その他の保護計画 

 

被害を受けた地域の民生を安定させるため、前各節に掲げるほか、 

被災地に対する次の対策を講ずるものとする。 

 

第１ 被災者に対する就職の支援   

１ 公共職業安定所及び県は、被災により他に転職を希望する者

に対して、本人の希望適性等を考慮し、就職の支援  を行

う。 

２ 被災者の就職を支援するため、職業訓練校において職業訓練

を実施するよう努める。 

 

 

 

 

 

186 

 

 

 

 

 

表現の修正（産業人材

育成課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第６節 防災関係機関の復旧計画 

 

第３ 東日本電信電話株式会社茨城支店における災害復旧計画 

 

（後略） 

 

第６節 防災関係機関の復旧計画 

 

第３ ＮＴＴ東日本 株式会社茨城支店における災害復旧計画 

 

（後略） 

 

 

 

188 

 

 

社名変更に伴う修正

（ＮＴＴ東日本株式会

社） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

３ 海上災害対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の活動体制の整備 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

・「災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び

新潟県五県相互応援に関する協定」（福島県、茨城県、

栃木県、群馬県、新潟県） 

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

(3) 茨城県沿岸排出油等防除協議会等の円滑な運営 

（略） 

３ 海上災害対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の活動体制の整備 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

                            

                          

             

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

(3) 茨城県沿岸排出油等防除協議会等の円滑な運営 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 

 

 

 

 

 

 

 

協定廃止に伴う変更

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

４ 航空災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の航空状況 

 

本県には、非公共用飛行場が２か所（阿見、龍ヶ崎）、非公共用

ヘリポートが２か所（前山下妻、茨城県庁）、自衛隊の飛行場が２

か所（霞ヶ浦（陸上自衛隊）、百里（航空自衛隊））及び茨城空港

がある。また、本県の上空には、成田、羽田及び百里の管制区が設

定されている。 

 

４ 航空災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の航空状況 

 

本県には、非公共用飛行場が２か所（阿見、龍ケ崎）、非公共用

ヘリポートが２か所（前山下妻、茨城県庁）、自衛隊の飛行場が２

か所（霞ヶ浦（陸上自衛隊）、百里（航空自衛隊））及び茨城空港

がある。また、本県の上空には、成田、羽田及び百里の管制区が設

定されている。 

 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

誤字修正（龍ケ崎市） 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

・「災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び

新潟県五県相互応援に関する協定」（福島県、茨城県、

栃木県、群馬県、新潟県） 

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

 

（後略） 

 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

                            

                          

             

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

 

（後略） 
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協定廃止に伴う変更

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

５ 鉄道災害対策計画 

第１章 災害予防 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

 

（中略） 

 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

・「災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び

新潟県五県相互応援に関する協定」（福島県、茨城県、

栃木県、群馬県、新潟県） 

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

 

（後略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 鉄道災害対策計画 

第１章 災害予防 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

 

（中略） 

 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

                            

                          

             

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

 

（後略） 
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協定廃止に伴う変更

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

第２章 災害応急対策 

鉄道災害が発生した場合に、早急に初動体制を確立して、その拡

大を防止し被害の軽減を図るため、関係機関は次の対策を講じるも

のとする。 

 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 鉄道災害情報等の収集・連絡 

（略） 

(2) 鉄道災害情報等の収集・連絡系統 

鉄道災害情報等の収集・連絡系統及び連絡先は、次のとおり

とする。 

（図略） 

 

（連絡先一覧） 

関 係 機 関 
昼夜 

の別 
電 話 番 号 連 絡 先 

消 防 庁 
昼 03－5253－7527 応急対策室〔宿直室03－5253－7777〕 

夜間 03－5253－7777 宿直室 

関 東 運 輸 局 
昼 045－211－7240 鉄道部安全指導課 

夜間  各鉄道事業者に通知済の職員宅等の電話 

茨 城 県 
昼 029－301－2896 防災・危機管理部消防安全課 

夜間 029－301－2885 防災・危機管理部防災・危機管理課 

警 察 本 部 
昼 

029－301－0110

内線5751 
警備課 

夜間 029－301－0110 総合当直 

東日本旅客鉄道㈱ 
昼 029－225－3140 水戸支社運輸部指令室      

夜間 同 上    同 上 

鹿 島 臨 海 鉄 道 ㈱ 

昼 029－267－5200 運輸事業部 運輸事業部長 

夜間 同 上    同 上 

〃 029－267－5202 大洗駅 CTC司令（もしくは当直助役） 

関 東 鉄 道 ㈱ 
昼 029－822－3718 鉄道部 鉄道部長 

夜間 0297－22－0451 常総線運転司令室 運転司令室長 

ひ た ち な か 海 浜 

鉄 道 ㈱ 

昼 029－262－2361 管理部 

夜間 同 上    同 上 

真 岡 鐵 道 ㈱ 
昼 0285－84－2911 事業部 事業部長 

夜間 同 上 真岡運転区 運転副長（もしくは運転指令当番者） 

日 本 貨 物 鉄 道 ㈱ 
昼 03－3894－3891 関東支社 輸送グループ 輸送第二係長（司令） 

夜間 同 上    同 上 

首 都 圏 新 都 市 

鉄 道 ㈱ 

昼 03－5298－5752 安全総括部企画調整課 

夜間 0297－52－8311 運輸部総合指令所 

  

第２章 災害応急対策 

鉄道災害が発生した場合に、早急に初動体制を確立して、その拡

大を防止し被害の軽減を図るため、関係機関は次の対策を講じるも

のとする。 

 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 鉄道災害情報等の収集・連絡 

（略） 

(2) 鉄道災害情報等の収集・連絡系統 

鉄道災害情報等の収集・連絡系統及び連絡先は、次のとおり

とする。 

（図略） 

 

（連絡先一覧） 

関 係 機 関 
昼夜 

の別 
電 話 番 号 連 絡 先 

消 防 庁 
昼 03－5253－7527 応急対策室〔宿直室03－5253－7777〕 

夜間 03－5253－7777 宿直室 

関 東 運 輸 局 
昼 045－211－7240 鉄道部安全指導課 

夜間  各鉄道事業者に通知済の職員宅等の電話 

茨 城 県 
昼 029－301－2896 防災・危機管理部消防安全課 

夜間 029－301－2885 防災・危機管理部防災・危機管理課 

警 察 本 部 
昼 

029－301－0110

内線5751 
警備課 

夜間 029－301－0110 総合当直 

東日本旅客鉄道㈱ 
昼 029－225－3140 指令・サービス品質改革ユニット 

夜間 同 上    同 上 

鹿 島 臨 海 鉄 道 ㈱ 

昼 029－267－5200 運輸事業部 運輸事業部長 

夜間 同 上    同 上 

〃 029－267－5202 大洗駅 CTC司令（もしくは当直助役） 

関 東 鉄 道 ㈱ 
昼 029－822－3718 鉄道部 鉄道部長 

夜間 0297－22－0451 常総線運転司令室 運転司令室長 

ひ た ち な か 海 浜 

鉄 道 ㈱ 

昼 029－262－2361 管理部 

夜間 同 上    同 上 

真 岡 鐵 道 ㈱ 
昼 0285－84－2911 事業部 事業部長 

夜間 同 上 真岡運転区 運転副長（もしくは運転指令当番者） 

日 本 貨 物 鉄 道 ㈱ 
昼 03－3894－3891 関東支社 輸送グループ 輸送第二係長（司令） 

夜間 同 上    同 上 

首 都 圏 新 都 市 

鉄 道 ㈱ 

昼 03－5298－5752 安全総括部企画調整課 

夜間 0297－52－8311 運輸部総合指令所 
 

 

 

 

 

 

 

225 

 

 

 

 

 

 

社内の組織再編に伴う

変更（東日本旅客鉄道

株式会社水戸支社） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

６ 道路災害対策計画 

第１章 災害予防 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

・「災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び

新潟県五県相互応援に関する協定」（福島県、茨城県、

栃木県、群馬県、新潟県） 

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

 

（後略） 

 

６ 道路災害対策計画 

第１章 災害予防 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

                            

                          

             

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

 

（後略） 
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協定廃止に伴う変更

（防災・危機管理課） 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

 

１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 道路災害情報等の収集連絡 

〔発見者〕 

（略） 

〔道路管理者〕 

道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合、 

または発生するおそれがある場合は速やかに被害状況を国

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

 

１ 災害情報の収集・連絡 

(1) 道路災害情報等の収集連絡 

〔発見者〕 

（略） 

〔道路管理者〕 

道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合、 

または発生するおそれがある場合は速やかに被害状況を国
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茨城県内の直轄国道４

号の管理者「宇都宮国

道事務所」の追記（常
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

土交通省常陸河川国道事務所           、県

に連絡するものとする。 

〔国土交通省常陸河川国道事務所         〕 

道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合、 

事故情報等の連絡を関係省庁、県及び関係指定公共機関へ

行うものとする。 

〔県（防災・危機管理部・土木部）〕 

国土交通省常陸河川国道事務所           

から受けた情報を関係市町村及び関係機関等へ連絡するも

のとする。 

また、大規模な道路災害の発生等に関する連絡を受けた

場合は、市町村等から情報を収集するとともに、自らも必

要な災害規模に関する概括的な情報を収集し、これらの情

報を消防庁に報告するとともに必要に応じ国土交通省に連

絡するものとする。 

〔市町村〕 

（略） 

土交通省常陸河川国道事務所または宇都宮国道事務所、県

に連絡するものとする。 

〔国土交通省常陸河川国道事務所・宇都宮国道事務所〕 

道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合、 

事故情報等の連絡を関係省庁、県及び関係指定公共機関へ

行うものとする。 

〔県（防災・危機管理部・土木部）〕 

国土交通省常陸河川国道事務所または宇都宮国道事務所

から受けた情報を関係市町村及び関係機関等へ連絡するも

のとする。 

また、大規模な道路災害の発生等に関する連絡を受けた

場合は、市町村等から情報を収集するとともに、自らも必

要な災害規模に関する概括的な情報を収集し、これらの情

報を消防庁に報告するとともに必要に応じ国土交通省に連

絡するものとする。 

〔市町村〕 

（略） 

陸河川国道事務所） 

(2) 道路災害情報等の収集・連絡系統 

道路災害情報等の収集・連絡系統及び連絡先は次のとおりと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 道路災害情報等の収集・連絡系統 

道路災害情報等の収集・連絡系統及び連絡先は次のとおりと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 茨城県内の直轄国道４

号の管理者「宇都宮国

道事務所」の追記（常

陸河川国道事務所） 
発見者等 

市町村 

消 防 

警察署 

常陸河川国道事務所 

          

（道路維持課） 

県（消防安全課 

防災・危機管理課） 

（土木・工事事務所） 

県警察本部 
関東管区 

警察局 
警察庁 

関係機関 関係省庁 

消防庁 

道路管理者 

発見者等 

市町村 

消 防 

警察署 

常陸河川国道事務所 

宇都宮国道事務所 

（道路維持課） 

県（消防安全課 

防災・危機管理課） 

（土木・工事事務所） 

県警察本部 
関東管区 

警察局 
警察庁 

関係機関 関係省庁 

消防庁 

道路管理者 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

※  の機関で第１報を受けた機関は、他の残りの機関への連絡を

行う。 

※土木・工事事務所には工務所を含む。 

 

（連絡先一覧） 
機関名 担当部署 電話番号 

消 防 庁 
応 急 対 策 室 03-5253-7527（昼） 

宿 直 室 03-5253-7777（夜間） 

国土交通省常陸河川国道事務所 道 路 管 理 第 二 課 029-240-4073 

 （ 追 記 ）  

茨 城 県 
消 防 安 全 課 029-301-2896（昼） 

防災・危機管理課 029-301-2885（夜間） 

茨 城 県 警 察 本 部 警 備 課 029-301-0110 内線5751（総合当直） 

各 市 町 村 資料編に記載 

各 消 防 本 部 資料編に記載 

  

 

※  の機関で第１報を受けた機関は、他の残りの機関への連絡を

行う。 

※土木・工事事務所には工務所を含む。 

 

（連絡先一覧） 
機関名 担当部署 電話番号 

消 防 庁 
応 急 対 策 室 03-5253-7527（昼） 

宿 直 室 03-5253-7777（夜間） 

国土交通省常陸河川国道事務所 道 路 管 理 第 二 課 029-240-4073 

国土交通省宇都宮国道事務所 管 理 第 二 課 028-639-5356 

茨 城 県 
消 防 安 全 課 029-301-2896（昼） 

防災・危機管理課 029-301-2885（夜間） 

茨 城 県 警 察 本 部 警 備 課 029-301-0110 内線5751（総合当直） 

各 市 町 村 資料編に記載 

各 消 防 本 部 資料編に記載 
 

第２節 活動体制の確立 

 

１ 県の活動体制 

(1) 職員の動員配備体制区分の基準及び内容 

職員配備の決定基準は、道路災害の状況等により次のとおり

定める。 

 

（表略） 

 

〔警戒体制時の配備人員〕 
部  局  名 配   備   人   員 

総 務 部 報 道 ・ 広 聴 課 ２ 

県 民 生 活 環 境 部 生 活 文 化 課 ２ 

 （ 環 境 対 策 課 ） （２） 

防 災 ・ 危 機 管 理 部 長 消 防 安 全 課 

（ 産 業 保 安 室 ） 

防 災 ・ 危 機 管 理 課 

１０ 

（２） 

８ 

保 健 医 療 部 保 健 政 策 課 ２ 

 医 療 政 策 課 ２ 

 （ 薬 務 課 ） （２） 

第２節 活動体制の確立 

 

１ 県の活動体制 

(1) 職員の動員配備体制区分の基準及び内容 

職員配備の決定基準は、道路災害の状況等により次のとおり

定める。 

 

（表略） 

 

〔警戒体制時の配備人員〕 
部  局  名 配   備   人   員 

総 務 部 報 道 ・ 広 聴 課 ２ 

県 民 生 活 環 境 部 生 活 文 化 課 ２ 

 （ 環 境 対 策 課 ） （２） 

防 災 ・ 危 機 管 理 部 長 消 防 安 全 課 

（ 産 業 保 安 室 ） 

防 災 ・ 危 機 管 理 課 

１０ 

（２） 

８ 

保 健 医 療 部 保 健 政 策 課 ２ 

 医 療 政 策 課 ２ 

 （ 薬 務 課 ） （２） 
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〔警戒体制時の配備人

員〕表中の配備人員

「生活環境課 (2)」を 

「生活安全総務課 (1)、 

生活環境課 (1)」に修 

正する。（生活環境課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 （ 生 活 衛 生 課 ） （２） 

福 祉 部 福 祉 政 策 課 ２ 

農 林 水 産 部 （ 漁 政 課 ） （２） 

 （ 水 産 振 興 課 ） （２） 

 （ 農 村 計 画 課 ） （２） 

土 木 部 道 路 維 持 課 ２ 

 （ 河 川 課 ） （２） 

 （ 下 水 道 課 ） （２） 

 管 轄 土 木 ・ 工 事 事 務 所 （ 工 務 所 を 含 む ） ２（５） 

企 業 局 （ 施 設 課 ） （２） 

警 察 本 部 交 通 総 務 課 ２ 

 交 通 規 制 課 ２ 

 警 備 課 ２ 

 （ 新 規 ）  

 （ 生 活 環 境 課 ） （２） 

 （ 地 域 課 ） （２） 

（ ）は、危険物流出事故の場合で、状況に応じ配備する。 

 

(2) 職員の動員配備体制の決定 

（略） 

(3) 職員の動員 

（略） 

(4) 災害対策本部等の設置基準等 

（略） 

(5) 現地災害対策本部の設置 

（略） 

(6) 災害対策本部等の組織、設置の決定及び本部の設置等 

（略） 

 

 （ 生 活 衛 生 課 ） （２） 

福 祉 部 福 祉 政 策 課 ２ 

農 林 水 産 部 （ 漁 政 課 ） （２） 

 （ 水 産 振 興 課 ） （２） 

 （ 農 村 計 画 課 ） （２） 

土 木 部 道 路 維 持 課 ２ 

 （ 河 川 課 ） （２） 

 （ 下 水 道 課 ） （２） 

 管 轄 土 木 ・ 工 事 事 務 所 （ 工 務 所 を 含 む ） ２（５） 

企 業 局 （ 施 設 課 ） （２） 

警 察 本 部 交 通 総 務 課 ２ 

 交 通 規 制 課 ２ 

 警 備 課 ２ 

 生 活 安 全 総 務 課 （１） 

 （ 生 活 環 境 課 ） （１） 

 （ 地 域 課 ） （２） 

（ ）は、危険物流出事故の場合で、状況に応じ配備する。 

 

(2) 職員の動員配備体制の決定 

（略） 

(3) 職員の動員 

（略） 

(4) 災害対策本部等の設置基準等 

（略） 

(5) 現地災害対策本部の設置 

（略） 

(6) 災害対策本部等の組織、設置の決定及び本部の設置等 

（略） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項） 

 

２ 災害応急対策、災害復旧への備え 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

（略） 

(2) 職員の活動体制の整備 

（略） 

(3) 防災関係機関相互の連携体制 

 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

・「災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び

新潟県五県相互応援に関する協定」（福島県、茨城県、

栃木県、群馬県、新潟県） 

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

(4) 救助・救急、医療及び消火活動への備え 

（略） 

(5) 緊急輸送活動体制の整備 

（略） 

(6) 危険物等の大量流出時における防除活動への備え 

（略） 

(7) 避難収容活動体制の整備 

（略） 

(8) 防災関係機関等の防災訓練の実施 

（略） 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項） 

 

２ 災害応急対策、災害復旧への備え 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

（略） 

(2) 職員の活動体制の整備 

（略） 

(3) 防災関係機関相互の連携体制 

 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

                            

                          

             

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

(4) 救助・救急、医療及び消火活動への備え 

（略） 

(5) 緊急輸送活動体制の整備 

（略） 

(6) 危険物等の大量流出時における防除活動への備え 

（略） 

(7) 避難収容活動体制の整備 

（略） 

(8) 防災関係機関等の防災訓練の実施 

（略） 
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協定廃止に伴う変更

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

(9) 災害復旧への備え 

（略） 

(9) 災害復旧への備え 

（略） 

 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策 

 

毒劇物（毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第3 0 3号）第２条に

規定されているもの）の予防対策は共通事項に定めるほか次のとお

りとする。 

１ 毒劇物多量取扱施設に対する指導の強化 

（略） 

２ 毒劇物多量取扱施設における保安体制の自己点検の充実 

 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策 

 

毒劇物（毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第3 0 3号）第２条に

規定されているもの）の予防対策は共通事項に定めるほか次のとお

りとする。 

１ 毒劇物  取扱施設に対する指導の強化 

（略） 

２ 毒劇物  取扱施設における保安体制の自己点検の充実 

 

252 誤りの修正（薬務課） 

第２章 災害応急対策 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項） 

 

１ 県の活動体制 

(1) 職員の動員配備体制の区分の基準及び内容 

職員配備の決定基準は危険物等災害の状況等により次のとお

り定める。 

 

（表略） 

 

〔警戒体制時の配備人員〕 

部  局  名 配  備  人  員 

総 務 部 報 道 ・ 広 聴 課 ２ 

県 民 生 活 環 境 部 生 活 文 化 課 ２ 

 環 境 政 策 課 ２ 

 環 境 対 策 課 ５ 

 廃 棄 物 規 制 課 １ 

 資 源 循 環 推 進 課 １ 

防災・危機管理部 消 防 安 全 課 

（ 産 業 保 安 室 ） 

１０ 

（２） 

第２章 災害応急対策 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項） 

 

１ 県の活動体制 

(1) 職員の動員配備体制の区分の基準及び内容 

職員配備の決定基準は危険物等災害の状況等により次のとお

り定める。 

 

（表略） 

 

〔警戒体制時の配備人員〕 

部  局  名 配  備  人  員 

総 務 部 報 道 ・ 広 聴 課 ２ 

県 民 生 活 環 境 部 生 活 文 化 課 ２ 

 環 境 政 策 課 ２ 

 環 境 対 策 課 ５ 

 廃 棄 物 規 制 課 １ 

 資 源 循 環 推 進 課 １ 

防災・危機管理部 消 防 安 全 課 

（ 産 業 保 安 室 ） 

１０ 

（２） 
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〔警戒体制時の配備人

員〕表中の配備人員

「生活環境課 ２」を 

「生活安全総務課 １、 

生活環境課 １」に修正

する。（生活環境課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

防 災 ・ 危 機 管 理 課 ８ 

 原 子 力 安 全 対 策 課 ３ 

保 健 医 療 部 保 健 政 策 課 ２ 

 医 療 政 策 課 ２ 

 （ 薬 務 課 ） （２） 

福 祉 部 福 祉 政 策 課 ２ 

農 林 水 産 部 漁 政 課 ２ 

 （ 水 産 振 興 課 ） （２） 

 農 村 計 画 課 ２ 

 管 轄 農 林 事 務 所 ２ 

土 木 部 道 路 維 持 課 ２ 

 河 川 課 ２ 

 港 湾 課 ２ 

 下 水 道 課 ２ 

土 木 事 務 所 管轄土木・工事事務所（工務所を含む） ５ 

港 湾 事 務 所 管 轄 港 湾 事 務 所 ２前後 

県 民 セ ン タ ー 管 轄 県 民 セ ン タ ー ２前後 

警 察 本 部 地 域 課 ２ 

 警 備 課 ２ 

 （ 新 規 ）  

 生 活 環 境 課 ２ 

※（  ）は、危険物流出事故の場合で、状況に応じ配備する。 

 

（後略） 

防 災 ・ 危 機 管 理 課 ８ 

 原 子 力 安 全 対 策 課 ３ 

保 健 医 療 部 保 健 政 策 課 ２ 

 医 療 政 策 課 ２ 

 （ 薬 務 課 ） （２） 

福 祉 部 福 祉 政 策 課 ２ 

農 林 水 産 部 漁 政 課 ２ 

 （ 水 産 振 興 課 ） （２） 

 農 村 計 画 課 ２ 

 管 轄 農 林 事 務 所 ２ 

土 木 部 道 路 維 持 課 ２ 

 河 川 課 ２ 

 港 湾 課 ２ 

 下 水 道 課 ２ 

土 木 事 務 所 管轄土木・工事事務所（工務所を含む） ５ 

港 湾 事 務 所 管 轄 港 湾 事 務 所 ２前後 

県 民 セ ン タ ー 管 轄 県 民 セ ン タ ー ２前後 

警 察 本 部 地 域 課 ２ 

 警 備 課 ２ 

 生 活 安 全 総 務 課 １ 

 生 活 環 境 課 １ 

※（  ）は、危険物流出事故の場合で、状況に応じ配備する。 

 

（後略） 

 

 

第５節 毒劇物多量取扱施設の事故応急対策 

 

 

第５節 毒劇物  取扱施設の事故応急対策 
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誤りの修正（薬務課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

８ 大規模な火事災害対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

・「災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び

新潟県五県相互応援に関する協定」（福島県、茨城県、

栃木県、群馬県、新潟県） 

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

 

８ 大規模な火事災害対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

                            

                          

             

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 
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協定廃止に伴う変更

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 林野火災に強い地域づくり 

 

１ 林野火災予防対策 

〔県（防災・危機管理部、農林水産部）、市町村〕 

林野火災発生原因のほとんどは、たばこの不始末等失火による

ものであるので、火災の発生しやすい時期に、火災が発生するお

それがある地域について、森林パトロールや予防広報を重点的に

実施し、防火思想の普及を図る。               

                              

                              

                              

                              

    

 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 林野火災に強い地域づくり 

 

１ 林野火災予防対策 

〔県（防災・危機管理部、農林水産部）、市町村〕 

林野火災の出火原因の大半が不用意な火の取扱いという人為的

なものであることにかんがみ       、火災が発生するお

それがある地域について、山火事予防運動等の機会やＳＮＳ等の

各種媒体を活用した火の取扱いや不始末による出火の危険性等の

周知林野火災に対する国民の防火意識の高揚を図るとともに、林

業関係者、林野周辺住民、ハイカー等の入山者等に対する啓発を

実施するものとする。なお、啓発に当たっては、多発期や休日前

に重点的に行うなど林野火災の発生傾向にも十分留意するものと

する。 
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防災基本計画を反映 

（消防安全課） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

                              

                             

                              

                              

          

                             

                              

                         

 

第３節 林野火災に対する警戒の強化 

 

〔県（防災・危機管理部、農林水産部）、市町村、公共機関等〕 

火入れの許可申請の徹底やたき火等の把握に取り組むとともに、 

火入れやたき火等を行う者が火災予防上必要な措置の徹底を図る

よう適切な対応を行い、許可した火入れの情報等を消防機関に共

有するものとする。 

また、乾燥や強風等の気象状況に応じて的確に火災に関する警

戒情報等を発表するとともに、住民等に対する注意喚起、監視パ

トロール等の強化など適切な対応を行うものとする。 

286 防災基本計画を反映

（消防安全課） 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

〔県（防災・危機管理部、農林水産部）、市町村、公共機関等〕 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

〔県（防災・危機管理部、農林水産部）、市町村、公共機関等〕 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

林野火災が発生した場合又は発生するおそれがある場合に備

え、                           

                             

                             

                             

                             

        それぞれ次の対策を講ずるとともに、機関相

互間において情報の収集・連絡体制の整備を図るものとする。

その際                  、夜間、休日の

場合においても、対応できる体制の整備を図るものとする。 

                            

                             

                             

                         

 

（後略） 

 

(2) 通信手段の確保 

（略） 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 

・「災害時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び

新潟県五県相互応援に関する協定」（福島県、茨城県、

栃木県、群馬県、新潟県） 

林野火災は、ひとたび発生すると気象条件や地形、飛び火の

発生等により急激な延焼拡大等に至る場合があること、気象状

況の変化により延焼方向の急変や飛び火等が発生するおそれが

あること、その消火活動においては、全体像の把握や、狭隘・

急峻な林野内への進入・放水活動に困難な場合があること、活

動が長期化し多くの人員を必要とすること等に留意して備えを

行う必要がある。それぞれ次の対策を講ずるとともに、指揮体

制の早期確立、速やかな応援要請、地上・空中消火の連携を基

本とした災害対応等の実施のための備えを図り、夜間、休日の

場合においても、対応できる体制の整備を図るものとする。 

林野火災においては迅速な初期消火が重要であることから、

消防団について、消防本部等と連携した実践的かつ効果的な訓

練の充実や、悪条件下での情報伝達体制の強化、火災対応能力

の向上に必要な資機材等の充実等を図るものとする。 

 

（後略） 

 

(2) 通信手段の確保 

（略） 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1) 職員の体制 

（略） 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

（中略） 

（県） 

・「震災時等の相互応援に関する協定」（東京都、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、

静岡県、長野県） 
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協定廃止に伴う変更

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

（後略） 

 

(3) 緊急時ヘリコプターの離発着場の把握と整備 

（略） 

(4) 県と自衛隊の連携強化 

（略） 

３ 救助・救急、医療活動への備え 

（略） 

 

（市町村） 

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村） 

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部） 

（後略） 

 

(3) 緊急時ヘリコプターの離発着場の把握と整備 

（略） 

(4) 県と自衛隊の連携強化 

（略） 

３ 救助・救急、医療活動への備え 

（略） 

４ 消火活動への備え 

〔県（防災・危機管理部）〕 

空中消火活動の充実に期するため、防災ヘリコプター及び   

        空中消火用資機材の整備と備蓄並びに維持管理

に努めるものとする。 

         

                             

                          

                             

                              

                              

                 

〔市町村〕 

防火水槽・貯水槽の整備、自然水利・指定消防水利の増強を図

るとともに、その適正な配置に努めるものとする。 

           

                             

                              

                        

５ 緊急輸送活動への備え 

４ 消火活動への備え 

〔県（防災・危機管理部）〕 

空中消火活動の充実に期するため、防災ヘリコプター及び、熱

源探査装置を含む空中消火用資機材の整備と備蓄並びに維持管理

に努めるものとする。 

〔県（各部局）〕 

自然条件等についての国民の正しい理解を得るため、林野火災

に関する広報資料の作成・周知等に努めるものとする。 

林野火災の未然防止と被害の軽減を図るため、林野火災の発生

危険度等に係る情報の発信に努めるとともに、標識板や立看板、

防火水槽、簡易防火用水など防火思想の普及と初期消火のための

施設の配備を促進するものとする。 

〔市町村〕 

防火水槽・貯水槽の整備、自然水利・指定消防水利の増強を図

るとともに、その適正な配置に努めるものとする。 

〔市町村、消防機関〕 

消防団について、消防本部等と連携した実践的かつ効果的な訓

練の充実や、悪条件下での情報伝達体制の強化、火災対応能力の

向上に必要な資機材等の充実等を図るものとする。 

５ 緊急輸送活動への備え 

288 防災基本計画を反映

（消防安全課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

（略） 

６ 避難収容活動、施設・設備の応急復旧活動への備え 

（略） 

（略） 

６ 避難収容活動、施設・設備の応急復旧活動への備え 

（略） 

７ 防災関係機関等の防災訓練の実施 

〔県（各部局）、市町村、防災関係機関〕 

様々な状況を想定し、地域住民等を含めた防災関係機関が相互

に連携した実践的な訓練を実施するものとする。 

       

                             

                               

７ 防災関係機関等の防災訓練の実施 

〔県（各部局）、市町村、防災関係機関〕 

様々な状況を想定し、地域住民等を含めた防災関係機関が相互

に連携した実践的な訓練を実施するものとする。 

〔消防機関〕 

広域応援など様々な状況を想定し、消防計画や林野火災防御図 

等を活用した、より実践的な消火等の訓練を実施するものとする。 

 

289 防災基本計画を反映

（消防安全課） 

第４節 防災活動の促進 

（略） 

 

第５節 防災活動の促進 

（略） 

 

289 「第３節 林野火災に

対する警戒の強化」新

設に伴う変更（消防安

全課） 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

 

１ 災害情報の収集・連絡 

                            

                             

            

(1) 林野火災情報の収集・連絡 

〔県（防災・危機管理部、警察本部）〕 

市町村等から情報を収集するとともに、自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し、これらの情報を消防庁に報

告するとともに必要な関係省庁へ連絡する。 

また、必要に応じて航空機による目視、撮影等による情報収

集を行うものとする。 

〔市町村〕 

火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害の状況等の情

報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

 

１ 災害情報の収集・連絡 

被災地方公共団体は、林野火災対応の指揮体制を早期に確立す

るとともに、関係機関との調整等を含む消防活動全体の総合調整

を行うものとする。 

(1) 林野火災情報の収集・連絡 

〔県（防災・危機管理部、警察本部）〕 

市町村等から情報を収集するとともに、自らも必要な被害規

模に関する概括的な情報を把握し、これらの情報を消防庁に報

告するとともに必要な関係省庁へ連絡する。 

また、必要に応じて航空機による目視、撮影等による情報収

集を行うものとする。 

〔市町村〕 

火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害の状況等の情

報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

 

 

 

289 

 

 

 

防災基本計画を反映

（消防安全課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。併せて、

「火災・災害等即報要領」に基づき、消防庁に対しても覚知後

30分以内で可能な限り早く報告するものとする。 

       

                            

               

(2) 林野火災情報等の収集・連絡系統 

（略） 

(3) 応急対策活動情報の連絡 

（略） 

 

把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。併せて、

「火災・災害等即報要領」に基づき、消防庁に対しても覚知後

30分以内で可能な限り早く報告するものとする。 

〔消防機関〕 

無人航空機等を活用し、夜間も含め刻々と変化する災害の状

況を的確に把握するものとする。 

(2) 林野火災情報等の収集・連絡系統 

（略） 

(3) 応急対策活動情報の連絡 

（略） 

 

第２節 活動体制の確立 

 

３ 広域的な応援体制 

〔県（防災・危機管理部）、市町村〕 

県内において林野火災が発生し、自力による応急対策等が困難

な場合、県地域防災計画（地震災害対策計画編）第３章第３節第

２「応援要請・受入体制の確保」に準じて、迅速・的確な応援要

請の手続を行うとともに、受入れ体制の確保を図るものとする。 

                  

                             

                              

                              

                              

                     

                             

                              

               

 

第２節 活動体制の確立 

 

３ 広域的な応援体制 

〔県（防災・危機管理部）、市町村〕 

県内において林野火災が発生し、自力による応急対策等が困難

な場合、県地域防災計画（地震災害対策計画編）第３章第３節第

２「応援要請・受入体制の確保」に準じて、迅速・的確な応援要

請の手続を行うとともに、受入れ体制の確保を図るものとする。 

〔県（各部局）、市町村、消防機関〕 

急激な延焼拡大や火災の長期化にも的確に対応できるよう、林

野火災の発生を他の消防機関や消防防災航空隊、自衛隊に情報共 

有するとともに、早期に応援を要請するものとする。また、県は、 

必要に応じ、又は被災市町村からの要請に基づき、消防庁や自衛

隊に対して応援等の要請を行うものとする。 

県内応援部隊の調整を行う代表消防機関は、火災の延焼状況等

を把握し、被災市町村の消防機関に対して応援部隊の派遣に係る

調整など支援を行うものとする。 

 

 

293 

 

 

防災基本計画を反映

（消防安全課） 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動 

 

３ 地上消火活動 

第３節 救助・救急、医療及び消火活動 

 

３ 地上消火活動 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

〔市町村、消防機関〕 

                             

                              

                   

林野火災を覚知した場合は、火煙の大きさ、規模などを把握

し、迅速に消火隊を整え出動するとともに、消防相互応援協定に

基づく広域応援を要請するなど、火勢に対応できる消火体制を迅

速に確立するものとする。 

                             

                              

          

                             

                              

                              

                       

       

                             

             

                             

                              

                              

                              

                              

                             

                          

〔自主防災組織、住民〕 

林野火災発生後初期段階において、自発的に初期消火活動を行

うとともに、消防機関に協力するよう努めるものとする。 

 

〔市町村、消防機関〕 

林野火災を想定した消防計画や林野火炎防御図のほか、強風下

の林野火災を想定した飛び火警戒要領等の策定等を行い、効果的

な消火活動体制を整備するものとする。 

林野火災を覚知した場合は、火煙の大きさ、規模などを把握

し、迅速に消火隊を整え出動するとともに、消防相互応援協定に

基づく広域応援を要請するなど、火勢に対応できる消火体制を迅

速に確立するものとする。 

熱源探査を活用した効果的な延焼状況等の把握や消火活動のた

め、熱画像直視装置や無人航空機等の関連する資機材の整備を促

進するものとする。 

水利が限られる山間地での消火活動の実施のため、自然水利の

利用や消防用水の確保が可能な車両等、林野内への送水や放水を

可能にする資機材の充実強化を図るとともに、建設業者等の所有

車両の活用に向けて連携を強化するものとする。 

〔消防機関〕 

火災防御に当たっては人命を第一とし、住家等への延焼防止を

最優先に行うものとする。 

速やかに火災の状況を把握するとともに、消防計画、林野火災

防御図、飛び火警戒要領等の活用や、地上消火隊及び消防防災航

空隊間の連携により、迅速かつ効果的な消火活動を行うものとす

る。また、活動終期にあっては、空中からの熱源探査並びに地上

での警戒及び残火処理を徹底し、確実な鎮火を行うものとする。 

消火活動の実施に当たり、滑落や落石、火煙に囲まれる危険性

等の山間地特有の安全管理を周知徹底するものとする。 

〔自主防災組織、住民〕 

林野火災発生後初期段階において、自発的に初期消火活動を行

うとともに、消防機関に協力するよう努めるものとする。 

 

（消防安全課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

（新設） 

 

10 火山噴火降灰対策計画 

本県には活火山は存在しないため、噴火に伴う大きな噴石、火

砕流、溶岩流等により被害を受ける可能性は低いが、火山灰の降

灰による被害が発生する可能性がある。 

本計画は、県内において近隣火山の噴火に伴う大規模な降灰に 

より災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、関係機関、 

関係団体及び事業者がとるべき対策について定める。 

 

第１章 災害予防 

本県において活火山は存在しないが、富士山が噴火した場合、

県内のほぼ全域に降灰の可能性が示されていることから、将来の

大規模噴火に備えた広域降灰対策は重要である。そこで、大規模

な降灰が発生した場合の被害の軽減を図るため、関係機関や事業

者は、次の対策を講じるものとする。 

 

第１節 火山噴火降灰による被害想定 

１ 富士山噴火の降灰予測 

(1) 大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ（令和

２年４月） 

中央防災会議の「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキン

ググループ」が令和２年４月に報告した「大規模噴火時の広域

降灰対策について ―首都圏における降灰の影響と対策― ～富

士山噴火をモデルケースに～」によれば、宝永噴火に近いケー

スで西南西風卓越の場合、最大で県南地域に4～8cm、鹿行地域

に2～4cm、県西地域に1～2cm、県央地域に0.5cm～1cm、県北地

域に0.5cmの降灰が想定され、茨城県のほぼ全域で降灰の可能性

がある。 

 

 

 

 

 

 令和７年度防災基本計

画の修正を踏まえ、火

山噴火降灰対策を新設

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ（令和２年４

月）における降灰シミュレーション（ケース２：西南西風卓越）抜

粋（一部編集） 

 

(2) その他の火山における降灰について 

富士山のほか、近隣都県にある浅間山や草津白根山などの噴

火によっても県内に降灰の可能性がある。 

 

２ 降灰により想定される影響 

降灰により想定される影響は以下の通りである。 

 
鉄道 微量の降灰で地上路線の運行が停止。 

大部分が地下の路線でも、需要増加や車両・作業員の不足等により運行停止や輸送量の低下が

発生。 

道路 乾燥時10cm以上、降雨時3cm以上の降灰で二輪駆動車が通行不能。当該値未満でも、視界不良に

よる安全通行困難及び道路上の火山灰や鉄道停止に伴う交通量増等による速度低下や渋滞が発

生。 

航空 降灰が0.4㎜以上になると滑走路等の除灰が検討され、2㎜以上になると除灰が必要とされ、除

灰作業が行われるまでの間、滑走路が利用不可。 

大気中に火山灰が存在する空域では、航空機は迂回等の措置が必要。 

物資 一時滞留者や人口の多い地域では、少量の降灰でも、食料や飲料水等の買い占めによる売り切

れが生じる。交通に支障が生じると、物資の配送や店舗の営業に支障が生じ、生活物資が入手

困難となる。 

電力 降雨時3㎜以上の降灰により碍子の絶縁低下に伴う停電が発生。 

数cm以上の降灰により火力発電所の吸気フィルタの交換頻度の増加等による発電量が低下。電

力供給量の低下が著しく、需要の抑制や電力融通等の対応でも必要な供給力が確保できない場

合は、停電に至る。 

通信 噴火直後には利用者増による電話の輻輳が発生。降雨時に火山灰が基地局等の通信アンテナに
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

付着すると通信を阻害。停電エリアの基地局等において非常用発電設備の燃料切れが生じると

通信障害が発生。 

上水道 原水の水質が悪化し浄水施設の処理能力を超えると水道水が引用に適さなくなる又は断水とな

る。停電エリアでは浄水場及び配水施設等が運転停止し、断水が発生。 

下水道 降雨時、下水管理（雨水）の閉塞により、閉塞上流から雨水があふれる。停電エリアの処理施

設・ポンプに非常用発電設備の燃料切れが生じると下水道の使用が制限される。 

建物 降雨時30cm以上の降灰量により木造家屋に火山灰の重みに伴い倒壊が発生。 

体育館等の大スパン・緩勾配屋根の大型建物は、積雪荷重を超えると損壊が発生。 

5cm以上の降灰量により、空調設備の室外機に不具合が生じる。 

健康 

被害 

目・鼻・のど・気管支等に異常を生じることがある。 

呼吸器疾患や心疾患のある人々は症状が憎悪する等の影響を受ける可能性が高い。 

（首都圏における広域降灰対策ガイドライン（R7.3）を参考に作

成） 

 

３ 降灰による被害様相と広域降灰対策の基本的な考え方 

降灰による被害様相と広域降灰対策の基本的な考え方は以下の

通りである。 

本県においては、ステージ１～ステージ２の降灰が想定されて

いる。 

○ステージに応じた被害の様相と広域降灰対策の基本的な考え方 

 

事項 

ステージ４ ステージ３ ステージ２ ステージ１ 

被害の様相 

降灰量等 

降灰量30cm以上 

降灰後土石流が想定

される範囲 

降灰量３～30cm 

被害が比較的大きい 

降灰量３～30cm 

被害が比較的小さい 
降灰量微量～3cm 

 建物倒壊 木造家屋倒壊の可能

性（降雨時） 

体育館等の大スパンの大型建物は損壊の可

能性 
- 

輸送・移動、物資・ 

ライフライン供給 

道路通行・物資供給困難 

ライフライン影響大（長期化） 

道路通行・物資供給

困難※１ 

ライフライン影響小 

鉄道・航空機等運行

停止 

物資供給支障 

住民等の※２ 

基本的な行動 原則避難 

自宅等で生活を継続 

（状況に応じ生活可

能な地域へ移動） 

自宅等で生活を継続 自宅等で生活を継続 

噴火直後は、自宅や

堅牢な建物に退避 
- - - 

 通院による人工透析

や介護サービスが必

要な人等※３ 
原則避難 原則避難 

自宅等で生活を継続 

（状況に応じ医療の

対応可能な地域へ移

動） 

自宅等で生活を継続 

輸送・移動手段 

及び物資供給 

要救助者等がいる場

合、 

避難・救助を最優先

に確保 

ライフライン復旧及

び物資供給を最優先

に確保 

ライフライン復旧・

維持を 

最優先に確保 

降灰等の準備・影響

のある分野は除灰開

始 

ライフライン分野の対

応 
（域外に避難した地

域は、 

優先順位低） 

障害が長期化・影響

が大きい状況から、

少しでも早い復旧に

取り組む 

早期の復旧に取り組

み、復旧後は、ライ

フラインを維持する 

影響は一部に留まる

ため、復旧及びライ

フラインの維持に取

り組む 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

※１：一時的に供給困難となることもあるが、応急対応により生活

継続が可能な状況。 

※２：降灰中で視界が低下する等により屋外での行動が危険を伴う

場合は、基本的に自宅等の屋内へとどまる。健康被害防止の

ため、屋外での行動時にはゴーグル及びマスクの着用等の対

策が望ましい。呼吸器疾患等の持病等を持つ人は特に留意。 

※３：降灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が

継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人を想定（例：通院によ

る人工透析患者や介護サービスが必要な人等）要配慮者のう

ち、自宅等で生活を継続可能な人は、一般住民と同様の行動

をとる。 

（首都圏における広域降灰対策ガイドライン（R7.3）より抜粋） 

 

 

第２節 火山に関する情報等 

１ 火山に関する情報について 

火山に関する情報について主なものを以下の通り示す。 

(1) 噴火警報・予報 

① 噴火警報 

噴火を伴って、生命に危険を及ぼす火山現象の発生が予想

される場合や、その危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合

に、「警戒が必要な範囲」を明示して発表する情報 

噴火警戒レベルを運用している火山では、噴火警戒レベル

を付して発表される。 

② 噴火警戒レベル 

火山活動の状況に応じて、「警戒が必要な範囲」と防災機関

や住民等の「とるべき防災対応」を、５段階に区分して発表す

る情報 

③ 噴火予報 

気象庁が、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山

活動の状況が噴火警報には及ばない程度と予想される場合に発
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

表する情報 

○噴火警戒レベルが運用されている火山 

種別 名称 対象範囲 
噴火警戒レベル 

（キーワード） 
火山活動の状況 

特別

警報 

噴火警報 

（居住地域） 

 

又は 

噴火警報 

居住地域及びそれよ

り火口側 

レベル５ 

避難 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が発生、あるいは切迫している状態

と予想される。 

レベル４ 

（高齢者等避難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が発生する可能性が高まってきてい

ると予想される。 

警報 

噴火警報 

（火口周辺） 

 

又は 

火口周辺警報 

火口から居住地域近

くまでの広い範囲の

火口周辺 

レベル３ 

（入山規制） 

居住地域の近くまで重大な影響を及

ぼす（この範囲に入った場合には生

命に危険が及ぶ）噴火が発生、ある

いは発生すると予想される。 

火口から少し離れた

所までの火口周辺 

レベル２ 

（火口周辺規制） 

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲

に入った場合には生命に危険が及

ぶ）噴火が発生、あるいは発生する

と予想される。 

予報 噴火予報 火口内等 

レベル１ 

（活火山であること

に留意） 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によって、火口内で

火山灰の噴出等がみられる（この範

囲に入った場合には生命に危険が及

ぶ）。 

 

○噴火警戒レベルが運用されていない火山 

種別 名称 対象範囲 
噴火警戒レベル 

（キーワード） 
火山活動の状況 

特別

警報 

噴火警報 

（居住地域） 

 

又は 

噴火警報 

居住地域及びそれよ

り火口側 

居住地域及び 

それより火口側の範

囲における厳重な警

戒 

 

居住地域厳重警戒 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が発生、あるいは発生すると予想さ

れる。 

警報 

噴火警報 

（火口周辺） 

 

又は 

火口周辺警報 

火口から居住地域近

くまでの広い範囲の

火口周辺 

火口から居住地近く

までの広い範囲の火

口周辺における警戒 

入山危険 

居住地域の近くまで重大な影響を及

ぼす（この範囲に入った場合には生

命に危険が及ぶ）噴火が発生、ある

いは発生すると予想される。 

火口から少し離れた

所までの火口周辺 

火口から少し離れた

所までの火口周辺に

おける警戒 

火口周辺危険 

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲

に入った場合には生命に危険が及

ぶ）噴火が発生、あるいは発生する

と予想される。 

予報 噴火予報 火口内等 
活火山であることに 

留意 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によって、火口内で

火山灰の噴出等がみられる（この範

囲に入った場合には生命に危険が及

ぶ）。 

（気象庁HPより引用） 

 

 



茨城県地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

55 

 

改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

○茨城県近隣活火山の噴火警戒レベル運用状況 
区分 火山名 

噴火警戒レベルが運用されている火山 富士山、浅間山、草津白根山、日光白根山 等 

噴火警戒レベルが運用されていない火山 赤城山、榛名山 等 

 

(2) 噴火速報 

噴火速報は登山者や周辺の住民に対して噴火の発生を示す情

報であり、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を守

る行動をとるために発表する。 

 

(3) 火山の状況に関する解説情報 

現時点では噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低いが、火

山活動に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要が

あると判断した場合に発表される情報。 

 

(4) 降灰予報 

気象庁は以下の３種類の降灰予報を提供する。 

①降灰予報（定時） 

噴火警報発表中の火山において、噴火により人々の生活に影

響を及ぼす降灰が予想される場合は、定期的（３時間毎）に発

表 

②降灰予報（速報） 

噴火が発生した火山において、事前計算した降灰予報結果か

ら適切なものを抽出して、噴火後５～10分程度で発表 

③降灰予報（詳細） 

噴火の観測情報（噴火時刻、噴煙高など）を用いて、より精

度の高い降灰予測計算を行って発表 

 

第３節 防災知識の普及等 

１ 取組指針 

県や市町村、防災関係機関は、住民に対し火山現象や前兆現象、 

危険性に関する知識の普及啓発及び火山情報（噴火警報・予報、
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

降灰予報）の種類と発表基準について周知、啓発を図るものとす

る。 

 

２ 住民等による平時からの備え 

気象庁が発表する火山の噴火警報の理解を進めるとともに、マ

スク、ゴーグル、水、食料、衣料品、携帯ラジオなど非常持ち出

し用品の準備を進める。 

 

 

第２章 災害応急対策 

大規模な降灰が発生し又は発生するおそれがある場合は、関係

機関、関係団体は次の対策を講じ、被害の発生を最小に抑える措

置を講じるものとする。 

 

第１節 降灰対策における留意すべき事項等 

具体的な広域降灰対策の検討を進めるに当たっての考え方や留意

すべき事項を、分野ごとに以下の通り示す。 

 

１ 住民の安全確保 

(1) 被害の様相ごとの対応手順 

住民は、できる限り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続

することを基本とする。 

住民は、降灰量の実測値に加え、適宜降灰の見込みも加味し

て行動を判断する。特に、降灰に伴う社会活動の低下等により

自助・共助による生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ人

等については、降灰量がより少ない段階から、医療機関を受診

可能な地域に移動する必要がある。 

 

○被害の様相に応じた対応手順の概要 

本県においては、ステージ１～ステージ２の降灰が想定され

ている。 
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改定前 改定後 
R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（首都圏における広域降灰対策ガイドライン（R7.3）より抜粋） 

 

(2) 広域降灰を想定した平時からの準備 

住民は、降灰がもたらす影響を知り、「首都圏における広域

降灰対策ガイドライン」等を踏まえ、自らの生活継続や健康維

持に関するリスクを事前に把握する必要がある。 

住民は、平時から降灰に備えて備蓄を行うことが重要であ

る。備蓄品について、基本的には地震など他の災害と同様の 

準備を基本としつつ、降灰対策用品も確保することが望ましい。 

また、要配慮者のいる世帯や要配慮者が利用する施設におい

ては、物資・燃料等を多めに備蓄しておくことが望ましい。 

 

(3) 移動困難時の対策 

国や県、市町村等は、広域降灰による交通機関の停止に伴う

移動困難者の対応に備え、平時から、一時滞在施設の確保につ

いて検討する。 
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R6年度 

計画 

掲載項 
備考()は意見提出元 

また、事業者（企業等）に対し、従業者等を一定期間事業所

内にとどめておくことを想定した物資の備蓄を行うよう働きか

ける。 

 

２ 広域降灰の予測・状況把握 

(1) 広域降灰の予測に関する情報 

国（気象庁）から広域降灰に関する対応のトリガーとなる 

情報が提供された場合には、とるべき行動について周知する。 

 

(2) 降灰状況の把握 

県や市町村は防災対応を行うため、降灰の状況を把握する必

要がある。 

 

３ 情報の発信・周知啓発 

(1) 各機関からの呼びかけ等の情報発信 

県や市町村は国と連携して、広域降灰の可能性が高まった際

に適切な情報発信を行う。 

 

(2) 降灰対策に関する平時からの住民等への周知啓発 

県や市町村は住民に対して、平時から火山灰から身を守るた

めの対策、降灰対策に必要な備蓄についての周知啓発を行う。 

 

４ 輸送・移動手段 

県や市町村においては、物資の輸送・移動において優先度の高

い拠点を想定し、人員・資機材を集中することにより、速やかに

応急対応に必要な経路を確保する必要がある。 

また、平時から関係機関との調整を進めるとともに、人員・資

機材の確保、対応訓練の実施を検討する。 

 

５ 物資供給 

(1) 物資供給の考え方 

県・市町村は道路啓開等による輸送体制の復旧・確保が行わ
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れ次第、必要な物資が届けられるよう、関係機関と連携し対策

を講じる。 

 

(2) 物資拠点の考え方 

県・市町村は、降灰時の物資供給において、他の災害の時と

同様の対応を基本とし、関係者と連携し物資輸送を進める。 

 

６ ライフライン 

(1) 復旧の考え方 

事業者は、住民が自宅等で生活を継続するため、各ライフラ

インに応じた必要な措置を行い、迅速な復旧に努める。 

(2) 平時からの対応 

事業者は、施設保護・点検等、ライフラインの影響を最小限

にとどめられるよう、平時からの対策を推進する。 

また、県・市町村は平時からライフライン事業者と連携を強

化し、連絡手段や被害状況の収集方法を確認しておく。 

 

７ 火山灰の処理 

降灰時は火山灰が堆積した場所に応じて施設管理者が処分を行

う。火山灰の処理に期間を要することから、道路や鉄道等の降灰

域内での生活を継続するために必要な場所から優先的に除灰する

必要がある。 

また、国・県・市町村の関係部局が連携して、火山灰の収集や

処分が行えるよう、あらかじめ役割分担などを検討しておくこと

が必要である。 

 

 


